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さいたま市告示第１１８０号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市西区大字西遊馬字東間５９７番８ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
３ 許可番号 
 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ６ 日 
 第開‐Ｎ２０２１１３４号 
４ 検査済証番号 

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ９ 日 
 第完‐Ｎ２０２１１３４号 
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さいたま市告示第１１８１号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字釣上新田字中１２４１番３ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令 和 ３ 年 １ １ 月 １ ９ 日  
  第開‐Ｎ２０２１１２２号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ９ 日 
  第完‐Ｎ２０２１１２２号 
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さいたま市告示第１１８２号 
さいたま市水道局告示第１２６号 

令和３・４年度のさいたま市及びさいたま市水道局における競争入札の参加資格に関する追加受付

の審査結果について、次のとおり公表する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明   

競争入札参加有資格者数（令和４年８月１日名簿新規登載分） 

 市内 県内 県外 合計 
建設工事 ９ １３ １２ ３４ 

設計・調査・測量 １ ２ １６ １９ 
土木施設維持管理 ４ ２ ３ ９ 

物品納入等 ４ ４ ３９ ４７ 
業務委託 １０ ６ ６３ ７９ 

合計 ２８ ２７ １３３ １８８ 
※主たる営業所の所在地による 
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さいたま市告示第１１８３号 

さいたま市の発注する「堀崎中央公園拡張部整備工事」ほか３件の一般競争入札について、次のと

おり公告する。 

令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし
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た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 
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(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－９８５８－１２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 堀崎中央公園拡張部整備工事 
工事場所 さいたま市見沼区堀崎町地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 
概要 整備面積 1660 ㎡ 撤去工一式 公園土工一式 植栽工一式 給水設備工一式 

雨水排水設備工一式 電気設備工一式 園路広場整備工一式 施設整備工一式 

仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 造園工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
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施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 
令和４年８月１７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市都市局みどり公園推進部北部公園整備課 

電話 ０４８－６４６－３１７９ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－１７４６－３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市多目的広場整備工事（見沼区大字丸ケ崎） 
工事場所 さいたま市見沼区大字丸ケ崎地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年２月１７日まで 
概要 撤去工一式 土工一式 防球ネット設置 201.9m メッシュフェンス設置 5.1m 

車止め設置 2 基 門扉設置 （W1000）1 基 （W2000）1 基 案内板設置 2 基 

区画線設置 24m 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 造園工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設

計

図

書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 
令和４年８月１７日（水）午後５時まで 
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質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 
電話 ０４８－８２９－１７２９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－３２８９－８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南与野駅西口土地区画整理事業 区１０－１号線外道路築造工事（３－３）（補

） 
工事場所 さいたま市中央区鈴谷２丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 延長 59m 道路土工一式 舗装工 車道舗装工 372 ㎡ 歩道舗装工 168 ㎡ 排水

構造物工 長尺 U 字溝 20m 街渠縦断管 65m 付帯工一式 撤去工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後２時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 
令和４年８月１７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所 

電話 ０４８－８４０－６１５３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５６－６４ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 道路整備工事（一般県道大野島越谷線）その２ 

工事場所 さいたま市岩槻区大字大森地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 

概要 延長 220m 土工一式 地盤改良工 安定処理一式 補強盛土工 105 ㎡ 防護柵

設置工 170m 舗装工 下層路盤 165 ㎡ 上層路盤 193 ㎡ 基層 560 ㎡ 表層

1310 ㎡ 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以

下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は浦和区に、本店を

有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す

要件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事

完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回

っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準

とする。 

２に掲げるもの以外

に提出を要する書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び開

始期日 

電子配布 

令和４年８月１日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 

令和４年８月１７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 

保証金及び支払方法 入札保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件で

ある。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」

の対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 
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電話 ０４８－６４６－３２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１１８４号 

さいたま市の発注する「東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事（区９－３号線外１路線）」

ほか３件の特別簡易型総合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、

６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
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る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、新た

な第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、

その者を新たに落札候補者とする。 

(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 
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(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
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内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

９ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金
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額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１０ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１１ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－３２８３－５ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事（区９－３号線外１路線） 
工事場所 さいたま市緑区大字中尾地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年２月２８日まで 
概要 延長 （区９－３号線）58m （歩４－２号線）17m 道路土工一式 舗装工（車

道） 上層路盤（RM40）267 ㎡ 下層路盤（RC40）264 ㎡ 表層（再生密粒 As）

481 ㎡ 舗装工（歩道）フィルター層 152 ㎡ 路盤（RC40）152 ㎡ 表層（透水



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

性 As）146 ㎡ （透水性平板）27 ㎡ 排水構造物工一式 構造物撤去工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（東浦和

第二土地区画整理事業 道路整備工事（区９－３号線外１路線））.pdf」ファイ

ルを参照すること。 
質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 

令和４年８月１７日（水）午後５時まで 
質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市緑区東浦和８丁目１９番地１ 

さいたま市都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所 

電話 ０４８－８７３－４２０１ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３７７－２５ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 下水道マンホール蓋安全対策工事（北管－Ｒ４－Ｓ２３） 
工事場所 さいたま市西区プラザ地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月１３日まで 
概要 マンホール蓋交換工 79 基 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
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入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 
令和４年８月２４日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和４年８月２５日（木）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（下水道

マンホール蓋安全対策工事（北管－Ｒ４－Ｓ２３））.pdf」ファイルを参照する

こと。 
質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 

令和４年８月１７日（水）午後５時まで 
質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道管理課 
電話 ０４８－６４６－３２５０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－６０ 

入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ４市道２０５７５号線外） 
工事場所 さいたま市見沼区大字南中丸地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月４日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 586.5m 幅員 5.5m 舗装工 切削オーバー

レイ（平均切削厚 5cm、再生密粒度 As-20、t＝5cm）3260 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 
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令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ

ルロード整備工事（Ｒ４市道２０５７５号線外））.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 

令和４年８月１７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－６１ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ４一般県道東門前蓮田線） 
工事場所 さいたま市見沼区深作３丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 249.5m 幅員 6.0m 舗装工 路面切削工（

平均切削厚 t＝5cm）59 ㎡ 切削オーバーレイ工（平均切削深 t＝12cm、再生粗

粒度 As-20、t＝7 ㎝）1470 ㎡ 表層工（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）1530

㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
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入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後２時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（Ｒ４一般県道東門前蓮田線））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 

令和４年８月１７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１１８５号 
さいたま市の発注する「下水道事業改築実施設計業務（北再－Ｒ４－５０５）」の一般競争入札に

ついて、次のとおり公告する。 

令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 
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エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札
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書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－４３８４－２１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業改築実施設計業務（北再－Ｒ４－５０５） 
業務場所 さいたま市大宮区寿能町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 改築実施設計 480m 布設替え工法（開削、内径 1200mm 未満）85m 管更生工法

（内径 800mm 未満）395m 水準測量（４級）0.5km 管路施設調査工 取付管Ｔ

Ｖカメラ調査工 80 箇所 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月１８日（木）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月２５日（木）午後２時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道

）」の登録を受けている者が１人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し 
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書類 
設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 １日（月）午前９時から 
令和４年８月１７日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２２日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１１８６号 
道路の区域の変更に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更し

たので告示する。 
 その関係図面は、告示の日より１５日間、西区及び岩槻区はさいたま市建設局北部建設事務所土木

管理課において、緑区はさいたま市建設局南部建設事務所土木管理課において一般の縦覧に供する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 道路の種類 一般国道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

１ ２ ２ 号 

さいたま市緑区大字大門字鶴巻 2320 番地先 

 

さいたま市緑区大字大門字鶴巻 2320 番地先 

前 

111.12 

～ 

159.07 

68.00 

さいたま市緑区大字大門字鶴巻 2320 番地先 

 

さいたま市緑区大字大門字鶴巻 2320 番地先 

後 

111.14 

～ 

162.70 

68.00 

２ 道路の種類 市道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

３ ２ ２ １ １ 号 線 

さいたま市西区大字西遊馬字高木 2237 番 2 地先 

 

さいたま市西区大字西遊馬字高木 2231 番 1 地先 

前 

2.73 

～ 

3.62 

64.82 

さいたま市西区大字西遊馬字高木 2237 番 2 地先 

 

さいたま市西区大字西遊馬字高木 2231 番 1 地先 

後 

4.00 

～ 

6.95 

64.82 

４ ０ ４ ２ ２ 号 線 

さいたま市西区大字植田谷本字前通 485 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字植田谷本字前通 485 番 1 地先 

前 

2.73 

～ 

2.75 

25.48 

さいたま市西区大字植田谷本字前通 485 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字植田谷本字前通 485 番 1 地先 

後 

2.73 

～ 

5.48 

25.48 

４ ０ ７ ５ ３ 号 線 

さいたま市西区大字高木字五味貝戸 425 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字高木字五味貝戸 423 番 3 地先 

前 2.91 71.70 

さいたま市西区大字高木字五味貝戸 425 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字高木字五味貝戸 423 番 3 地先 

後 

4.00 

～ 

4.01 

71.70 
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４ １ ３ ６ ９ 号 線 

さいたま市西区大字飯田新田字中丸 585 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字飯田新田字中丸 585 番 2 地先 

前 2.91 33.95 

さいたま市西区大字飯田新田字中丸 585 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字飯田新田字中丸 585 番 2 地先 

後 4.00 33.95 

３ ３ ４ ７ 号 線 

さいたま市岩槻区大字浮谷字捻橋 1528 番 1 地先 

 

さいたま市岩槻区大字浮谷字捻橋 1528 番 1 地先 

前 3.30 103.37 

さいたま市岩槻区大字横根字相野谷 27 番地先 

 

さいたま市岩槻区大字柏崎字下組 5 番 1 地先 

後 

3.30 

～ 

3.70 

387.04 
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さいたま市告示第１１８７号 
道路の供用開始に関する告示 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始す

るので告示する。 
 その関係図面は、告示の日より１５日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一

般の縦覧に供する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 道路の種類 市道 

路線名 区間 供用開始年月日 

３ ２ ２ １ １ 号 線 

さいたま市西区大字西遊馬字高木 2237 番 2 地先 

 

さいたま市西区大字西遊馬字高木 2231 番 1 地先 

令和４年８月２日 

４ ０ ７ ５ ３ 号 線 

さいたま市西区大字高木字五味貝戸 425 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字高木字五味貝戸 423 番 3 地先 

令和４年８月２日 

４ １ ３ ６ ９ 号 線 

さいたま市西区大字飯田新田字中丸 585 番 1 地先 

 

さいたま市西区大字飯田新田字中丸 585 番 2 地先 

令和４年８月２日 

３ ３ ４ ７ 号 線 

さいたま市岩槻区大字横根字相野谷 27 番地先 

 

さいたま市岩槻区大字柏崎字下組 5 番 1 地先 

令和４年８月２日 
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さいたま市告示第１１８８号 
災害対策基本法第４９条の４第１項に規定する指定緊急避難場所を次のとおり指定したので、同条

第３項の規定により告示する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設の名称及び所在地 

(1) 名 称 埼玉大学 
 (2) 所在地 さいたま市桜区下大久保２５５ 
２ 対象とする異常な現象の種類 

(1) 洪水（３階以上）  
(2) 崖崩れ、土石流及び地滑り 
(3) 地震 

３ 指定日 
   令和４年８月１日 
４ 連絡先 

(1) 担当 さいたま市役所総務局危機管理部防災課防災対策係 
(2) 電話 ０４８（８２９）１１２７ 
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さいたま市告示第１１８９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区大字五関字古貝戸１番５ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都西東京市東伏見三丁目６番１９号 
タクトホーム株式会社 代表取締役 小寺 一裕 

３ 許可番号 
 令和４年６月１０日 
 第 変‐Ｓ２０２２００１ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年７月２９日 
 第 完‐Ｓ２０２２００１ 号 
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さいたま市告示第１１９０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区西堀九丁目２１４１番３７ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 
３ 許可番号 

 令和３年１１月３０日 
 第 開‐Ｓ２０２１０４９ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年７月２９日 
 第 完‐Ｓ２０２１０４９ 号 
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さいたま市告示第１１９１号 
さいたま市市営住宅条例（平成１３年さいたま市条例第２６７号）第４条第１項に規定する市営住

宅入居者募集を次のとおり実施するので、同条第２項第３号の規定により告示する。 
令和４年８月１日 

 
さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 募集住宅 
 別紙のとおり 
 
２ 入居資格 
 ⑴ 申込みできる方は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。 
  ア 現に同居し、又は同居しようとする親族がいること（単身住宅を除く） 
  イ 市内に住所又は勤務場所を有していること 
  ウ 地方税に滞納がないこと 
  エ 申込者又は同居親族が暴力団員でないこと 
  オ 現に住宅に困窮していることが明らかなこと 
  カ 世帯全員の収入の総額が条例で定める基準内であること 
３ 申込み方法 
 ⑴ 募集案内の配布場所 
  ア 市役所住宅政策課 
  イ 各区役所くらし応援室 
  ウ 各支所 
  エ 各市民の窓口 
  オ 岩槻南部・北部公民館 
  カ 埼玉県住宅供給公社（市町村営住宅課、大宮支所、岩槻支所、住まい相談プラザ） 
 ⑵ 申込期間 令和４年８月１日（月）から令和４年８月３１日（水） 
 ⑶ 申込先  埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課 

⑷ 申込方法 郵送 
４ 選考方法の概要 
 公開抽選による  抽選日：令和４年９月１６日（金） 
５ 入居時期 
 令和４年１２月１日（木）以降 
６ 連絡先 

⑴  担当   さいたま市役所建設局建築部住宅政策課住宅整備係 
⑵  電話   ０４８（８２９）１５２１ 

ＦＡＸ  ０４８（８２９）１９８２ 
 
 
 

（別紙省略）
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さいたま市告示第１１９２号 
さいたま市ひとり親家庭等訪問相談事業業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市ひとり親家庭等訪問相談事業業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市内 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結日から令和５年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で登載されている者で

あること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 告示の日から過去２年の間、国又は地方公共団体において、ひとり親家庭等を対象とした訪問

相談事業及びその他同様の事業について、適切に実施した実績を有する者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

担当 手当係 電話 ０４８（８２９）１２７０ 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月１０日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年８月１６日（火）午前９時から午後４時まで 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年８月２３日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階 第１会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和４年８月２３日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 

電話 ０４８（８２９）１９０９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課及びホームページにお

いて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１１９３号 
公募型プロポーザル方式の手続きの開始  
さいたま市窓口におけるキャッシュレス決済事務について、次のとおり、当該事務に関する企画提

案書の提出を招請します。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市窓口におけるキャッシュレス決済事務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 外 

⑶ 業務概要 

窓口における手数料等の納付に当たり、市民等の利便性の観点から、決済端末を利用したキャ

ッシュレス決済を行うもの。 

⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日まで 

  （決済事務実施期間は令和４年１２月１日から令和５年３月３１日まで） 

⑸ 予算の上限額 

２０，７２２，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 
（ 内 訳

） 
導入費用（研修費等を含む。） １７，２６４，０００

円 
 POS システムの利用料（４か月分） ２，５８８，０００円 
 決済手数料 （４か月分） ８７０，０００円 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全て（複数の事業者により共同提案を行う場合であって、

歳入等の納付に関する事務を行わないものは、次の⑴から⑸まで）の要件を満たしていなければな

らない。 

⑴ 本告示日において、令和４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に、業務「電

算」の受注希望業務「電算処理」若しくは「その他の電算」又は業務「その他」の受注希望業務

「その他」で登載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４第

２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
ウ 本企画提案において、他の共同提案に参加している者 

⑶ 本告示日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」
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という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さい

たま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間

がない者であること。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 施行令第１５７条の２第１号及びさいたま市指定納付受託者の指定等に関する事務取扱要綱（

以下、「取扱要綱」という。）の規定に基づき、次の要件を満たす者であること。 
ア 直近２か年において、自己資本比率（株主資本（資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計

から自己株式を引いたもの）及びその他の包括利益累計額（その他有価証券評価差額、繰延ヘ

ッジ損益、土地再評価差額金、為替換算調整勘定等の合計の合計）を資産の部の合計額で除し

た比率）が４パーセントを下回っていないこと。 
イ 直近２か年において、流動比率（流動資産を流動負債で除した比率）が１００パーセントを

下回っていないこと。 
ウ 直近２か年において、資本剰余金及び利益剰余金の合計額がマイナスでないこと。  

  エ 直近２か年において、営業損失が売上高及び純資産に対して著しく上回っていないこと。 
⑺ 施行令第１５７条の２第２号及び取扱要綱の規定に基づき、次の要件を満たす者であること。 

ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると

認められること。  
イ 経営陣の役職、氏名及び役割が明確であること。  
ウ クレジットカード、デビットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等による決済サー

ビスに関する業務の実績が２年以上あること（当該業務を２年以上経験した者によって組織が

構成されている場合を含む。）。  
エ コンプライアンス体制等の業務執行体制が十分に整備されていることを証明した者であるこ

と。 
オ コンプライアンスに関する規定が策定されていること。  
カ コンプライアンスに関する責任者が明確であること。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付 
⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090393.html 

⑵ 交付期間 
本告示日から令和４年８月１５日（月）午後４時３０分まで 

４ 参加意思の表明手続き  
企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 

⑴ 提出書類 
様式１－１ 参加意思表明書（一般用） 又は 
様式１－２ 参加意思表明書（共同提案用） １部 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090393.html


さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

⑵ 提出期間 
本告示日から令和４年８月１５日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９

時から正午まで及び午後１時から午後４時３０分まで） 
⑶ 提出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市出納室出納課 

担当 出納係 電話 ０４８（８２９）１５９９ 
⑷ 提出方法 

持参 
５ 質問の受付及び回答 

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり質

問することができる。 
⑴ 受付期間 

令和４年８月１日（月）から令和４年８月１５日（月）午後４時まで 
⑵ 受付方法 

ア 電子メールで受け付ける。詳細は実施要領による。 
メールアドレス suito-suito@city.saitama.lg.jp 

イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。  
ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先 

４⑶に同じ 
⑶ 質問に対する回答予定日 

令和４年８月２２日（月）までに随時行う。 
⑷ 回答方法 

さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090393.html 

６ 企画提案書等の提出 
⑴ 提出書類  

ア 企画提案書（８部） 

イ 見積書 

⑵ 提出期間 
令和４年８月２２日（月）から令和４年８月３０日（火）まで（休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後４時まで） 
⑶ 提出場所 

４⑶に同じ 
⑷ 提出方法 

持参 
⑸ 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

mailto:suito-suito@city.saitama.lg.jp
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090393.html


さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １⑸に示す各内訳を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

７ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、さいたま市窓口におけるキャッシュレス決済事務選定委員会にお

いて書類審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、実施要領を参照すること。 

８ その他  

⑴ 複数の事業者による共同提案を行うときは、１者を代表事業者に定め、本市への質疑や書類

提出等は、代表事業者が行うこと。 
⑵ 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

⑶ 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

⑷ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑸ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑹ 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

⑺ 詳細は、実施要領による。 

９ 連絡先  

⑴ 担当 さいたま市役所出納室出納課出納係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１５９９ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１１９４号 
さいたま市下水道条例（平成１３年さいたま市条例第２７０号）第８条に規定する下水道排水設備

指定工事店を次のとおり指定したため、さいたま市下水道排水設備指定工事店条例（平成１３年さい

たま市条例第２７２号）第１７条の規定により告示する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した下水道排水設備指定工事店    

次の表のとおり 

指定番号 名称 営業所の所在地 氏名又は代表者名 

第 958 号 株式会社 一設備工業  北葛飾郡杉戸町堤根 4434-8 宮内 一 

２ 指定基準 

⑴ 責任技術者が１人以上専属していること。 
⑵ 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。 
⑶ 埼玉県内に営業所があること。 
⑷ 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 工事業者（法人にあっては代表者）が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
イ 工事業者（法人にあっては代表者）が、さいたま市下水道排水設備指定工事店条例（以下

「指定工事店条例」という。）第１５条第１項の規定により責任技術者としての登録を取

り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 
ウ 指定工事店条例第６条第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を

経過しない者 
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が

ある者 
オ 工事業者（法人にあっては代表者）が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工 

事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ 
ない者 

カ 法人で、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの 
３ 指定業務 

排水設備等の新設等の工事 
４ 指定有効期間   令和４年８月１日から令和６年３月３１日まで 
５ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所建設局下水道部下水道維持管理課 排水指導係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１５５９ 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１１９５号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文、第４６条第１項及び第５３条第１項

本文に規定する指定を次のとおり指定したので、第７８条第１項第１号、第８５条第１項第１号及び

第１１５条の１０第１項第１号の規定により告示する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

(1) オリーブケア訪問看護ステーション 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 1 丁目 11 番 17 号  
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   株式会社オリーブ 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 1 丁目 11 番 17 号  
オ 代表者   代表取締役  波田野 蒼 
カ 指定番号  1166591663 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(2) オリーブケア訪問看護ステーション 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 1 丁目 11 番 17 号  
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   株式会社オリーブ 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 1 丁目 11 番 17 号  
オ 代表者   代表取締役  波田野 蒼 
カ 指定番号  1166591663 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(3) ライブラリ東大宮二番館訪問看護事業所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4 丁目 53 番地 1  
イ 事業種別  訪問看護 
ウ 申請者   株式会社リビングプラットフォームケア 
エ 申請者住所 北海道札幌市中央区南二条西 20 丁目 291 番地  
オ 代表者   代表取締役  金子 洋文 
カ 指定番号  1166591671 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(4) ライブラリ東大宮二番館訪問看護事業所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4 丁目 53 番地 1  
イ 事業種別  介護予防訪問看護 
ウ 申請者   株式会社リビングプラットフォームケア 
エ 申請者住所 北海道札幌市中央区南二条西 20 丁目 291 番地  
オ 代表者   代表取締役  金子 洋文 
カ 指定番号  1166591671 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

(5) ともいきケア大宮南中丸 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1  
イ 事業種別  通所介護 
ウ 申請者   株式会社ともいきケア 
エ 申請者住所 東京都江戸川区一之江 7 丁目 66 番 1 号 イーストイン 1 階 
オ 代表者   代表取締役  西山 顕 
カ 指定番号  1176519872 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(6) ライブラリ東大宮二番館訪問介護事業所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4 丁目 53 番地 1  
イ 事業種別  訪問介護 
ウ 申請者   株式会社リビングプラットフォームケア 
エ 申請者住所 北海道札幌市中央区南二条西 20 丁目 291 番地  
オ 代表者   代表取締役  金子 洋文 
カ 指定番号  1176519880 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(7) さいたま福祉用具相談所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 2 丁目 16 番 5 号  
イ 事業種別  福祉用具貸与 
ウ 申請者   株式会社太陽 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 5 丁目 26 番 13 号  
オ 代表者   代表取締役  小泉 葉子 
カ 指定番号  1176519898 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(8) さいたま福祉用具相談所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 2 丁目 16 番 5 号  
イ 事業種別  特定福祉用具販売 
ウ 申請者   株式会社太陽 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 5 丁目 26 番 13 号  
オ 代表者   代表取締役  小泉 葉子 
カ 指定番号  1176519898 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(9) さいたま福祉用具相談所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 2 丁目 16 番 5 号  
イ 事業種別  介護予防福祉用具貸与 
ウ 申請者   株式会社太陽 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 5 丁目 26 番 13 号  
オ 代表者   代表取締役  小泉 葉子 
カ 指定番号  1176519898 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 
(10) さいたま福祉用具相談所 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 2 丁目 16 番 5 号  
イ 事業種別  特定介護予防福祉用具販売 
ウ 申請者   株式会社太陽 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 5 丁目 26 番 13 号  
オ 代表者   代表取締役  小泉 葉子 
カ 指定番号  1176519898 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(11) 浦和リハビリセンター 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土 4 丁目 19 番 10 号  
イ 事業種別  通所介護 
ウ 申請者   株式会社レーベンコミュニティ 
エ 申請者住所 東京都千代田区三番町 6 番地 14  
オ 代表者   代表取締役  保東 實 
カ 指定番号  1176519914 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(12) 居宅介護支援事業所 こころ 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区下落合 3 丁目 7 番 1 号 飯塚ビル 102 
イ 事業種別  居宅介護支援 
ウ 申請者   株式会社こころ 
エ 申請者住所 埼玉県朝霞市幸町 2 丁目 1 番 10-109 号  
オ 代表者   代表取締役  木村 弘美 
カ 指定番号  1176519922 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１１９６号 
介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

(1) あまみケアステーション 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区三橋 4 丁目 280 番地 3 フランチェスカ 102 号 
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者   合同会社 あまみケア 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区三橋 4 丁目 280 番地 3 フランチェスカ 102 号室 
オ 代表者   代表社員  小泉 典子 
カ 指定番号  1176508412 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(2) ともいきケア大宮南中丸 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   株式会社ともいきケア 
エ 申請者住所 東京都江戸川区一之江 7 丁目 66 番 1 号 イーストイン 1 階 
オ 代表者   代表取締役  西山 顕 
カ 指定番号  1176519872 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(3) ライブラリ東大宮二番館訪問介護事業所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4 丁目 53 番地 1  
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者   株式会社リビングプラットフォームケア 
エ 申請者住所 北海道札幌市中央区南二条西 20 丁目 291 番地  
オ 代表者   代表取締役  金子 洋文 
カ 指定番号  1176519880 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(4) 浦和リハビリセンター 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土 4 丁目 19 番 10 号  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   株式会社レーベンコミュニティ 
エ 申請者住所 東京都千代田区三番町 6 番地 14  
オ 代表者   代表取締役  保東 實 
カ 指定番号  1176519914 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

２ 連絡先 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

（１）担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
（２）電話 ０４８（８２９）１２６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１１９７号 
介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

(1) 光ケア 
ア 事業所住所 埼玉県川口市大字芝 6299 番地  
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者   株式会社光ケア 
エ 申請者住所 埼玉県川口市大字芝 6299 番地  
オ 代表者   代表取締役  長澤 兆江 
カ 指定番号  1170207300 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

(2) デイサービスセンター吹上苑 
ア 事業所住所 埼玉県鴻巣市下忍 4461 番地  
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者   社会福祉法人えがりて 
エ 申請者住所 埼玉県鴻巣市下忍 4461 番地  
オ 代表者   理事長  向田 良子 
カ 指定番号  1171300070 
キ 指定年月日 令和 4 年 5 月 6 日 

(3) 訪問介護エニー 埼玉南 
ア 事業所住所 埼玉県川口市芝新町 8-23  
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者   ケア・プラット．フォーム株式会社 
エ 申請者住所 東京都千代田区岩本町 1 丁目 2 番 11 号 渡東ビルディングアネックス 
オ 代表者   代表取締役  前田 佳由 
カ 指定番号  1170209603 
キ 指定年月日 令和 4 年 8 月 1 日 

２ 連絡先 
（１）担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
（２）電話 ０４８（８２９）１２６５ 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１１９８号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号、第７８条の１１第１項第２号及び

第８５条第１項第２号及び第１１５条の１０第１項第２号の規定により告示する。 
令和４年８月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 廃止した施設・事業所 

（１） アールスタッフ南浦和ケアサービス  
ア 住所 埼玉県さいたま市南区文蔵 2 丁目 32 番 3 号 久保田ビル 1F 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 申請者 株式会社  アールスタッフ 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 12 番地 5 沢田ビル４Ｆ 
オ 代表者 代表取締役 大島 亮作 
カ 指定番号 1176518163 
キ 廃止年月日 令和 4 年 6 月 30 日 

（２） みんなのケア さいたま宮原  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39 番地 4 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 申請者 彩のえがお株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39 番地 4 
オ 代表者 代表取締役 足立 雄介 
カ 指定番号 1176518122 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 6 日 

（３） みんなのケア さいたま宮原  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39 番地 4 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者 彩のえがお株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39 番地 4 
オ 代表者 代表取締役 足立 雄介 
カ 指定番号 1176518122 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 6 日 

（４） みんなのケア さいたま宮原  
ア 住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39 番地 4 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 申請者 彩のえがお株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39 番地 4 
オ 代表者 代表取締役 足立 雄介 
カ 指定番号 1176518148 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 6 日 

（５） マザーＳ．０．Ｓ 合同会社  



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 5 丁目 36 番 1 号 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 申請者 マザーＳ．０．Ｓ合同会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎 5 丁目 36 番 1 号 
オ 代表者 代表社員 久保 満津江 
カ 指定番号 1176515383 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 7 日 

（６） デイサービスセンター見沼緑水苑  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 336 番地 
イ 事業種別 通所介護 
ウ 申請者 社会福祉法人 五葉会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地トヤマビル 301 号 
オ 代表者 理事長 戸山 文洋 
カ 指定番号 1170300568 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 10 日 

（７） デイサービスセンター見沼緑水苑  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 336 番地 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者 社会福祉法人 五葉会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地トヤマビル 301 号 
オ 代表者 理事長 戸山 文洋 
カ 指定番号 1170300568 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 10 日 

（８） ケアサービスステーション けやきホームズ  
ア 住所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 7 丁目 13 番 4 号 
イ 事業種別 家事支援型訪問サービス 
ウ 申請者 社会福祉法人 弘優尽会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 7 丁目 13 番 4 号 
オ 代表者 理事長 萩原 章弘 
カ 指定番号 1176502035 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 20 日 

（９） 東電さわやかケアみなみ・居宅介護支援  
ア 住所 埼玉県さいたま市南区沼影 1 丁目 4 番 14 号 ラ・アミスタ武蔵浦和 101 号室 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 申請者 東電パートナーズ株式会社 
エ 申請者住所 東京都江東区越中島三丁目５番 19 号 
オ 代表者 代表取締役 高柳 幸史 
カ 指定番号 1176508487 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

（１０） 浦和リハビリセンター  
ア 住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土 4 丁目 19 番 10 号 
イ 事業種別 地域密着型通所介護 
ウ 申請者 株式会社レーベンコミュニティ 
エ 申請者住所 東京都千代田区三番町 6 番地 14 
オ 代表者 代表取締役 保東 實 
カ 指定番号 1176511937 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 

（１１） 浦和リハビリセンター  
ア 住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土 4 丁目 19 番 10 号 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者 株式会社レーベンコミュニティ 
エ 申請者住所 東京都千代田区三番町 6 番地 14 
オ 代表者 代表取締役 保東 實 
カ 指定番号 1176511937 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 

（１２） アースサポート大宮  
ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 1 丁目 56 番地 1 
イ 事業種別 福祉用具貸与 
ウ 申請者 アースサポート株式会社 
エ 申請者住所 東京都渋谷区本町 1 丁目 4 番 14 号 
オ 代表者 代表取締役 森山 典明 
カ 指定番号 1176513073 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 

（１３） アースサポート大宮  
ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 1 丁目 56 番地 1 
イ 事業種別 特定福祉用具販売 
ウ 申請者 アースサポート株式会社 
エ 申請者住所 東京都渋谷区本町 1 丁目 4 番 14 号 
オ 代表者 代表取締役 森山 典明 
カ 指定番号 1176513073 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 

（１４） アースサポート大宮  
ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 1 丁目 56 番地 1 
イ 事業種別 介護予防福祉用具貸与 
ウ 申請者 アースサポート株式会社 
エ 申請者住所 東京都渋谷区本町 1 丁目 4 番 14 号 
オ 代表者 代表取締役 森山 典明 
カ 指定番号 1176513073 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 
（１５） アースサポート大宮  

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 1 丁目 56 番地 1 
イ 事業種別 特定介護予防福祉用具販売 
ウ 申請者 アースサポート株式会社 
エ 申請者住所 東京都渋谷区本町 1 丁目 4 番 14 号 
オ 代表者 代表取締役 森山 典明 
カ 指定番号 1176513073 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 

（１６） ステップぱーとなー大宮南中丸  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1 
イ 事業種別 通所介護 
ウ 申請者 株式会社ステップぱーとなー 
エ 申請者住所 東京都西東京市東伏見 4 丁目 9 番 4 号 
オ 代表者 代表取締役 小田長 竜太郎 
カ 指定番号 1176518668 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 

（１７） ステップぱーとなー大宮南中丸  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 29 番地 1 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 申請者 株式会社ステップぱーとなー 
エ 申請者住所 東京都西東京市東伏見 4 丁目 9 番 4 号 
オ 代表者 代表取締役 小田長 竜太郎 
カ 指定番号 1176518668 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 31 日 

（１８） 平塚デイサービス  
ア 住所 埼玉県上尾市平塚 2400-1 
イ 事業種別 地域密着型通所介護 
ウ 申請者 有限会社ライフネット・ジャパン 
エ 申請者住所 東京都新宿区神楽坂 1 丁目 2 番地 
オ 代表者 代表取締役 奈良 康教 
カ 指定番号 1171601469 
キ 廃止年月日 令和 3 年 3 月 31 日 

（１９） ハートケアサービス  
ア 住所 埼玉県戸田市上戸田 5-26-18 第二梅田コーポ 105 号室 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者 株式会社ケイヒンフォワーディング 
エ 申請者住所 東京都千代田区神田司町 2-14 大鷹ビル 8 階 
オ 代表者 代表取締役 深井 明 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

カ 指定番号 1171901570 
キ 廃止年月日 令和 4 年 7 月 15 日 

２ 連絡先 
（１） 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
（２） 電話 ０４８（８２９）１２６５



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１１９９号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年８月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市西区大字宝来字根岸前７７６－１ 
 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 さいたま市西区指扇領別所３８０－２ いしいビル２階Ｂ 

医療法人敬樹会 理事長 長倉 芳樹 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 １ 月 ２ １ 日 
 第開‐Ｎ２０２１１４６号 
４ 検査済証番号 

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ 日 
 第完‐Ｎ２０２１１４６号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２００号 
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定により、さいたま市大門第二特定

土地区画整理組合の定款の変更を認可したので、同条第４項の規定により、次のとおり公告する。 
令和４年８月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
 

１ 組合の名称 
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合 

２ 事業施行期間 
平成４年５月８日から令和１３年３月３１日まで 

３ 施行地区 
さいたま市緑区大字大門字南方、字椚谷、字行谷、字東裏の各一部 
さいたま市緑区大字大門字壱本木耕地の全部 
さいたま市緑区大字間宮字氷川下の一部 

４ 事務所の所在地 
さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号 

５ 設立認可の年月日 
平成４年５月８日 

６ 公告の方法 
 第６８条中「さいたま市の掲示場及び理事長の指定する場所」を「事務所の掲示場及びさいたま市

役所の掲示場」に変更する。 
７ 変更認可の年月日 

令和４年８月４日  

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２０１号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和４年８月５日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 
  令和３年度、令和４年度市民税・県民税納税通知書 
２ 送達を受ける者の氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市南部市税事務所個人課税課普通徴収第１係 
⑵  電話 ０４８（８２９）１３８６ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２０２号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和４年８月５日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 
  令和４年度軽自動車税納税通知書 
２ 送達を受ける者の住所及び氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

⑶  担当 さいたま市南部市税事務所個人課税課普通徴収第１係 
⑷  電話 ０４８（８２９）１３８６ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２０３号 
下記の書類を、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平

成１３年さいたま市条例第６７号）第７条の規定により、公示送達する。 
なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和４年８月５日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
１ 送達をする書類 
  令和４年度 市民税・県民税納税通知書 
  令和３年度 市民税・県民税納税通知書 
  令和２年度 市民税・県民税納税通知書 
２ 送達を受ける者の住所及び氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

（１）  担当 南部市税事務所 個人課税課 普通徴収第２係 
（２） 電話 ０４８（８２９）１３８７ 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２０４号 
下記の書類を、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平

成１３年さいたま市条例第６７号）第７条の規定により、公示送達する。 
なお、当該書類は、さいたま市南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 
令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
記 

１ 送達をする書類 
  令和 ４年度市民税・県民税納税通知書 
  令和 ３年度市民税・県民税納税通知書 
２ 送達を受ける者の住所及び氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

（２）   担当 さいたま市南部市税事務所個人課税課普通徴収第３係 
（２） 電話 ０４８（８２９）１３８９ 

 

 

 

 

 

 



 

 

さいたま市告示第１２０５号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和４年 ８月 ５日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和４年 ７月２９日 
３ 保管場所及び放置箇所 

  新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
  吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 
駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

  大戸自転車保管所 
  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 
 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 
  岩槻自転車保管所 
  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計 ８３台 
６ 連絡先 

   担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
  電話 ０４８（６５２）８８１２ 

 
 
 
 

 



























さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２０７号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条に規定する公示送達を次のとおり指定したので、同法第２０条の２及び同

条例第７条により告示する。 

令和４年８月５日 

                                  さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達する書類   

  令和４年度 市民税・県民税納税通知書 

  令和３年度 市民税・県民税納税通知書 

２ 指定した送達を受けるべき者 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  さいたま市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

  なお、地方税法第２０条の２第３項の規定により、掲示を始めた日から起算して 7 日を経過した

ときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市財政局北部市税事務所個人課税課 

⑵  電話 ０４８（６４６）３１０３ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２０８号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。 
令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 届出の概要 

⑴  大規模小売店舗の名称及び所在地 
 名 称 浦和イーストシティショッピングプラザ 
 所在地 さいたま市南区大谷口明花５６０５番１ 

⑵  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名   称 株式会社新都市ライフホールディングス 

代 表 者 代表取締役 小林 昭次 

住   所 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

⑶  変更した事項 
ア 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 
 （変更前）株式会社ライフホールディングス 代表取締役 安達 勝 
 （変更後）株式会社ライフホールディングス 代表取締役 小林 昭次 
イ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 （変更前）ジャパンミート卸売市場東浦和店 
      さいたま市南区大谷口明花２０６０番地 
 （変更後）浦和イーストシティショッピングプラザ 
      さいたま市南区大谷口明花５６０５番地１ 
ウ 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所及び代表者の氏名 

  （変更前）名称    株式会社ジャパンミート 
       代表者氏名 代表取締役 境 正博 
       住所    茨城県小美玉市小川９５６番地 
  （変更後）名称    株式会社ジャパンミート 
       代表者氏名 代表取締役 坂本 智幸 
       住所    茨城県土浦市卸町二丁目３番３０号 

⑷  変更の年月日 
ア 令和３年１０月１日 
イ 名 称：令和４年６月１日 
  所在地：平成８年４月４日 
ウ 令和２年２月１日 

⑸  変更する理由 
ア 設置者の代表者に変更が生じたため 

イ 名 称：テナント名称での届出となっていたため 
所在地：換地処分に伴い、所在地に変更が生じたため 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

ウ 小売業者の住所及び代表者に変更が生じたため 
２ 届出年月日 

 令和４年７月２１日 
３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和４年８月５日から令和４年１２月５日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所 
⑴ さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 

⑵ 浦和区役所区民生活部地域商工室 
 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番地４ 

 電話 ０４８（８２９）６１７９ 
  FAX ０４８（８２９）６２３５ 
５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮す

べき事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。 
⑴  意見書の提出期間 

令和４年８月５日から令和４年１２月５日まで。 
⑵ 意見書の提出先 

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８ 
 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２０９号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。 
令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 届出の概要 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
 名称 大宮スカイビル 
 所在地 さいたま市大宮区桜木町一丁目６番地１ 外 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名称 株式会社大宮スカイビル 

  代表者氏名 代表取締役 小島 博 

住所 さいたま市大宮区桜木町一丁目６番地１ 
他３者 

⑶ 変更した事項 
ア 大規模小売店舗を設置する者の住所 

（変更前）株式会社そごう・西武 東京都千代田区二番町５番地２５ 

（変更後）株式会社そごう・西武 東京都豊島区南池袋一丁目１８番２５号 

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名 
    （変更前）別表「小売業者の一覧表（変更前）」参照（２０社） 

    （変更後）別表「小売業者の一覧表（変更前）」参照（２０社） 

⑷ 変更の年月日 
ア 令和４年５月８日 
イ 別表「小売業者の一覧表（変更前）」及び「小売業者の一覧表（変更後）」参照 

⑸ 変更する理由 
ア 大規模小売店舗を設置する者の代表者の住所変更による。 
イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名の変更による。 
２ 届出年月日 

 令和４年７月２７日 
３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和４年８月５日から令和４年１２月５日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所 
⑴ さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９６６ 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

⑵ 大宮区役所区民生活部総務課地域商工室 
 住所 さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 

 電話 ０４８（６４６）３０９３ 
 FAX ０４８（６４６）３１５１ 

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。 
⑴ 意見書の提出期間 

令和４年８月５日から令和４年１２月５日まで。 
⑵ 意見書の提出先 

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８ 
 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４ 
 FAX ０４８（８２９）１９４４ 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２１０号 
 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条に規定する公示送達を次のとおり指定したので、同法第２０条の２及び同

条例第７条により告示する。 
令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 
  令和４年度軽自動車税（種別割）納税通知書 
２ 指定した送達を受けるべき者 
  別紙のとおり (別紙省略) 
３ その他 
  さいたま市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

なお、地方税法第２０条の２第３項の規定により、掲示を始めた日から起算して７日を経過した

ときは、書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市財政局北部市税事務所個人課税課 
⑵  電話 ０４８（６４６）３１０２ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２１１号 

さいたま市水道局告示第１３３号 
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の５第１項及

び第１６７条の１１第２項の規定に基づき、令和５年度及び令和６年度において、さいたま市及びさ

いたま市水道局が発注する建設工事の請負（以下「建設工事」という。）、物品の製造の請負、買入

れ、借入れ、修理及び不用品の買受等の契約（以下「物品納入等」という。）、設計、調査及び測量

の業務の委託（以下「設計・調査・測量」という。）、道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務

の委託（以下「土木施設維持管理」という。）並びに建物管理等役務の提供に関する業務の委託（以

下「業務委託」という。）に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参

加する者に必要な資格及びその申請方法等を定めたので、施行令第１６７条の５第２項及び第１６７

条の１１第３項の規定により、次のとおり公示する。 

令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明   

１ 競争入札に参加することができる者 

競争入札に参加することができる者は、競争入札の参加資格に関する審査（以下「資格審査」と

いう。）を受け、さいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載され

た者とする。 

２ 競争入札に参加することができない者 

⑴ 資格者名簿に登載された者（以下「名簿登載者」という。）が、次の各号のいずれかに該当す

るときは、競争入札に参加することができない。 

ア 施行令第１６７条の４第１項（施行令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。

）に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項（施行令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。

）の規定により、さいたま市の競争入札に参加させないこととされた者 
ウ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が、その事業活動を支配している場合、そ

の他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、さいたま市長及びさいたま市水道事業

管理者（以下「市長等」という。）が不適格であると認める者 

⑵ 建設工事において、名簿登載者が、資格者名簿に登載された建設業の種類（以下「業種」とい

う。）について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加すること

ができない。 

ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許可（以下「建設業許可」

という。）を受けていないとき。 

イ 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営に関する客観的事項の審査（以下「経営事

項審査」という。）を受けていないとき。 

⑶ 測量の業務について、名簿登載者が、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の

規定による登録（以下「測量業者登録」という。）を受けていないときは、当該業務に係る競争

入札に参加することができない。 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

⑷ 建築関連コンサルタント業務について、名簿登載者が、建築士法（昭和２５年法律第２０２号

）第２３条第１項の規定による登録（以下「建築士事務所登録」という。）を受けていないとき

は、当該業務に係る競争入札に参加することができない。 

⑸ ２⑵～⑷に掲げるもののほか、名簿登載者が、許可、認可又は登録等（以下「登録等」という。

）を営業の要件とする業務又は物品の調達について、登録等を受けていないときは、当該業務又

は当該物品の調達に係る競争入札に参加することができない。 

３ 資格審査を受けることができない者 

⑴ ２の競争入札に参加することができない者として定められた要件のいずれかに該当する者 

⑵ 国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業主にあっては申告所得税

及び復興特別所得税）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者 

⑶ 地方税（法人にあっては法人市民税、個人事業主にあっては個人市民税。ただし、さいたま市

内に営業所を有する場合等に限る。）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中で

ある者 

⑷ 経常建設共同企業体（経常ＪＶ）として資格審査を受けようとする者 

⑸ 建設工事及び土木施設維持管理にあっては、次のいずれかの届出を行っていない者（当該届出

の義務がない者を除く。） 

 ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

 イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

 ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

⑹ 次に掲げる者は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。 

ア 一度資格審査を受けた業種、業務又は営業種目を他の業種、業務又は営業種目に変更しよう

とする者 

イ 一度資格審査を受けた業種、業務又は営業種目について、再度資格審査を受けようとする者 

ウ 有効期間内に申請することができる業種、業務又は営業種目の上限まで既に申請を行った者 

４ 資格審査の申請区分等 

⑴ 建設工事 

ア 資格審査は、次表に掲げる業種ごとに行う。 

土木工事業 建築工事業 大工工事業 
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 
屋根工事業 電気工事業 管工事業 
タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 
ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 
内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 
電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 
清掃施設工事業 解体工事業 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

イ 申請することができる業種の数は、主たる営業所（建設工事にあっては、建設業法第３条第

１項の規定による許可に係る主たる営業所又は建設工事以外の申請区分にあっては、本店又は

本社等をいう。以下同じ。）及び代理人を置く営業所と合算して５以内とする。この場合にお

いて、営業所ごとに同じ業種について申請することはできない。 

⑵ 物品納入等 

ア 資格審査は、次表に掲げる種目に係る営業種目ごとに行う。 

印刷 図書・地図 事務用品・什器 
学校・保育用品 日用品 繊維品 
医療・衛生・福祉器材 広告・装飾 電気機器 
精密機械 輸送機器 一般機器 
燃料・油脂・燃焼器具 農・林・水産物 消防・安全・災害対策用品 
資材 環境対策 レンタル・リース 
物品の修理及び不用品の買受 その他 

イ 申請することができる営業所は、主たる営業所又は代理人を置く営業所のいずれか一つとす

る。 

ウ 申請することができる営業種目の数は、１０以内とする。 

⑶ 設計・調査・測量 

ア 資格審査は、次表に掲げる業務ごとに行う。 

測量 建築関連コンサルタント 地質調査 
補償コンサルタント 建設コンサルタント 

イ 申請することができる業務の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して５以内

とする。この場合において、営業所ごとに同じ業務について申請することはできない。 

⑷ 土木施設維持管理 

申請することができる営業所は、主たる営業所又は代理人を置く営業所のいずれか一つとする。 

⑸ 業務委託 

ア 資格審査は、次表に掲げる業務ごとに行う。 

建物管理等 警備 清掃 
保守点検 施設運転管理 廃棄物処理 
運送・運行 給食 イベント・催事 
製作等 検査・測定・調査 計画策定 
電算 文書管理 福祉サービス 
その他 

イ 申請することができる業務の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して５以内

とする。この場合において、営業所ごとに同じ業務について申請することはできない。 

５ 資格審査の申請方法等 

⑴ 申請方法 
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ア 資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、４に掲げる申請区分に応じて、

競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）に別表１に掲げる書類を添えて、市

長等に申請しなければならない。 

イ 市長等は、特に必要があると認めるときは、別表１にかかわらず、申請の際の書類を別に定

めることができる。 

ウ 別表１に掲げる書類のうち、埼玉県電子入札共同システム参加自治体共通書類については、

共同受付窓口である埼玉県への提出をもって、市長等に提出したものとみなす。 

エ 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理において、令和３・４年度競争入札参加

資格者名簿に登載されている者が、引き続き当該資格審査の申請を行う場合についての方法は、

市長等が別に定めるところにより、電子情報処理組織（市長等の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。以下同じ。）と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続

した電子情報処理組織をいう。）を使用した申請（以下「電子申請」という。）により行うも

のとする。 

⑵ 申請書等の取得方法 

申請者に対し、次のとおり申請書等を配布する。 

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

埼玉県ホームページからダウンロード 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/kouji0506/kouji_teiki_top.html 

イ 物品納入等及び業務委託 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/011/005/p073690.html 

⑶ 資格審査の申請受付（電子申請によるものは除く。） 

ア 受付期間 

(ア) 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

令和４年９月１日から令和４年９月２２日まで 

(イ) 物品納入等及び業務委託 

令和４年１０月３日から令和４年１１月４日まで 

イ 受付方法 

(ア) 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

郵送（令和４年９月２２日消印有効）による申請（持参不可） 

(イ) 物品納入等及び業務委託 

郵送（令和４年１１月４日消印有効）による申請（持参不可） 

ウ 郵送先 

(ア) 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 埼玉県総務部入札審査課

審査担当（工事） 

(イ) 物品納入等及び業務委託 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市財政局契約管理

部契約課 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/kouji0506/kouji_teiki_top.html
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/011/005/p073690.html
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⑷ 資格審査の申請に使用する言語等 

ア 申請書は、日本語で記載すること。 

イ 申請書以外の添付書類等のうち、外国語で記載してあるものは、日本語の訳文を付記又は添

付すること。 

ウ 申請書以外の添付書類等のうち、外国貨幣で表示してあるものは、出納官吏事務規程（昭和

２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算したも

のを付記又は作成すること。 

６ 資格審査基準日 

⑴ 建設工事 

申請時において有効な経営事項審査の審査基準日（複数ある場合は審査基準日が直近のもの）

を審査基準日とする。ただし、各提出書類について、別に定める基準日がある場合はこれに従う

ものとする。 

⑵ 物品納入等、設計・調査・測量、土木施設維持管理及び業務委託 

申請日直近の決算日（決算手続きが終了している日付のもの）を審査基準日とする。ただし、

各提出書類について、別に定める基準日がある場合はこれに従うものとする。 

７ 代理人 

⑴ 申請者又は名簿登載者は、委任状を市長等に提出することにより、代理人を置くことができる。 

⑵ 建設工事に係る代理人は、業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、１業種につき１

人とし、当該業種について建設業許可を受けている営業所でなければならない。 

⑶ 設計・調査・測量に係る代理人は、業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、１業務

につき１人とする。 

なお、測量業務については、測量業者登録を受けている営業所でなければならない。 

また、建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている営業所でなけ

ればならない。 

⑷ 物品納入等及び土木施設維持管理に係る代理人は、それぞれ１人とする。 

⑸ 業務委託に係る代理人は、業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、１業務につき１

人とする。 

８ 競争入札参加資格の資格審査数値 

⑴ 建設工事 

資格審査数値は、資格審査基準日において、建設業法第２７条の２９第１項の規定による経営

事項審査の総合評定値に別表２に定める発注者別評価点を加算した数値とする。 

なお、経営事項審査の総合評定値は、平成２０年国土交通省告示第８５号（以下「国土交通省

告示」という。）第一に規定する経営規模、経営状況、技術力及びその他の審査項目（社会性等

）を、国土交通省告示第二に定める基準（以下「国土交通省告示に定める基準」という。）に従

って審査し、国土交通省告示並びに平成２０年１月３１日付け国総建第２６９号「経営事項審査

の事務取扱について」（以下「国土交通省通知」という。）により算出した評点とする。 

ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業

組合並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合（

以下「協同組合等」という。）のうち官公需適格組合の証明を受けた者（以下「官公需適格組合
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」という。）であって、資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特例の適用を希

望する者については、次のとおり取り扱うものとする。 

ア 経営規模及び技術力の審査は、当該組合と５以内の組合員（当該組合の理事並びに当該組合

の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。）の次に掲げる事項の合計値

を用いて、国土交通省告示に定める基準に準じて行うものとする。 

(ア) 工事の種類別年間平均完成工事高 

(イ) 工事の種類別年間平均元請完成工事高 

(ウ) 自己資本の額 

(エ) 利益額 

(オ) 技術職員の数 

イ 経営状況及びその他の審査項目（社会性等）の評点は、当該組合と５以内の組合員の国土交

通省通知別紙１及び２に定める当該評点の平均値（小数点以下第１位を四捨五入した数値）を

用いるものとする。 
⑵ 業務委託 

資格審査数値は、別表３⑴から⑹に定める経営財務状況の点数に、別表３⑺から⑿に定める発

注者別評価項目の点数を加算した数値とする。 

ただし、官公需適格組合であって、資格審査に係る業務の官公需適格組合の算出方法の特例の

適用を希望する者の経営財務状況の値は、別表３⑹に定める「営業期間」を除き当該組合と５以

内の組合員の合計値を用いて算出するものとする。 

９ 競争入札参加資格の等級区分 

⑴ 建設工事 

等級区分は、８⑴で定める資格審査数値をもとに、一部の業種について業種別に等級を区分す

ることにより行う。 

ア 等級区分を行う業種 

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、舗装工事業及び造園

工事業 

イ 業種別の等級 

(ア) 土木工事業及び建築工事業 

Ｓ級、Ａ級、Ｂ級及びＣ級の４級に区分する。 

(イ) とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、舗装工事業及び造園工事業 

Ａ級、Ｂ級及びＣ級の３級に区分する。 

⑵ 業務委託 

等級区分は、８⑵で定める資格審査数値をもとに、一部の業務について業務別に等級を区分す

ることにより行う。 

ア 等級区分を行う業務 

建物管理等、警備及び清掃 

イ 等級 

Ａ級、Ｂ級及びＣ級の３級に区分する。 

⑶ その他 
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ア 各等級における数値区分及び技術者数は、資格審査終了後に、名簿登載者のバランス等を考

慮して決定する。 

イ 別表２のうち、埼玉県電子入札共同システムの共同受付窓口である埼玉県が審査する項目に

ついては、埼玉県における審査結果を適用するものとする。 

ウ 別表１及び別表３について、関係法令の改正等により書類の取扱いに変更が生じた場合には、

それに応じた取扱いをするものとする。 

１０ 等級区分の方法等の公表及び資格者名簿への登載 

⑴ 市長等は、資格審査終了後、次に掲げる事項について告示する。 

ア 等級区分の方法 

イ 競争入札参加資格を得た者の数 

⑵ 市長等は、資格審査を受けた者を、４に定める申請区分ごとの資格者名簿に登載するものとす

る。 

１１ 競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続 

⑴ 競争入札参加資格の有効期間 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで 

⑵ 有効期間の更新手続 

競争入札参加資格の更新を希望する者に係る更新手続等については、令和６年度の有効期間中

に別に定める。 

１２ 競争入札参加資格審査結果の通知 

競争入札参加資格の審査結果については、郵送により通知する。 

１３ 変更等の届出 

⑴ 名簿登載者は、申請内容について変更が生じたときは、次の各号に掲げる申請区分により直ち

に届け出なければならない。また、変更の届出を必要とする申請内容については、さいたま市ホ

ームページにて公表する。 

ア 建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

埼玉県電子入札共同システムを利用して市長等に届け出るとともに、関係書類を共同受付窓

口（埼玉県）及び市長等に提出するものとする。 

イ 物品納入等及び業務委託 

関係書類を、市長等に提出するものとする。 

⑵ 名簿登載者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて

市長等に届け出なければならない。 

ア ２⑴アに該当する者となったとき。 

イ 法人が解散又は個人事業主が死亡したとき。 

ウ 営業停止命令を受けたとき。 

エ 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。 

オ 金融機関に取引を停止されたとき。 

カ 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公

需適格組合の証明を受けられない者となったとき。 

キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったと
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き、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。 

ク 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったと

き、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。 

１４ 競争入札参加資格の再審査 

⑴ ３⑹の規定にかかわらず、相続、合併、会社分割又は事業譲渡等により、名簿登載者から申請

区分に係る当該事業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、競争入札

参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、市長等に再審査の申請をしなければならない。 

⑵ ３⑹の規定にかかわらず、名簿登載者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされ

た者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、競争入札参加資格再審査申

請書に関係書類を添えて、再審査の申請をしなければならない。 

１５ 資格者名簿からの抹消 

⑴ 市長等は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消

するものとする。 

ア ２⑴に該当する者となったとき。 

イ 法人の解散又は個人事業主の死亡を確認してから９０日を経過したとき。 

ウ 金融機関に取引を停止されたとき。 

⑵ 市長等は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消

することができる。 

ア １３⑴又は同⑵（ウ、エ及びカに係るものに限る。）の規定による届出を怠ったとき。 

イ 競争入札参加資格申請、変更に関する届出又は競争入札参加資格再審査申請等に際し、虚偽

の記載等を行ったとき又は重要な事項について記載等を行わなかったことが判明したとき。 

ウ 名簿登載者として不適当であると埼玉県電子入札共同システム参加自治体に認められ、当該

自治体の資格者名簿から抹消されたことが判明したとき。 

⑶ 市長等は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業種、営業種目

又は業務について資格者名簿から抹消するものとする。 

ア 建設工事にあっては、資格者名簿に登載されている業種についての建設業許可を受けていな

い者となってから、新たに建設業許可を受けることなく９０日を経過したとき。 

イ 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから、新たに測量業者登録を

受けることなく９０日を経過したとき。 

ウ 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから、

新たに建築士事務所登録を受けることなく９０日を経過したとき。 

エ 登録等を営業の要件とする物品の調達に係る営業種目又は業務にあっては、登録等を受けて

いない者となってから、新たに登録等を受けることなく９０日を経過したとき。 

オ 資格者名簿に登載されている業種、営業種目又は業務について、その営業を廃止したとき又

は当該資格者名簿からの抹消を申し出たとき。 

１６ 資料提出等の請求 

市長等は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、資格審査を申請した者

に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。 

１７ 追加の資格審査 
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市長等は、必要があると認める場合には、追加で資格審査を実施することができる。この場合

の資格審査申請の方法及び競争入札参加資格の有効期間等については別に定める。 

１８ 特定調達契約に係る取扱い 

競争入札参加資格の有効期間中は、当該申請業種、営業種目又は業務ごとに、さいたま市及び

さいたま市水道局において行われる、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける調達契約に係る資格を有する者として取り

扱うものとする。 

１９ その他 

詳細は、令和５・６年度競争入札参加資格審査申請の手引による。建設工事、設計・調査・測

量、土木施設維持管理については埼玉県ホームページにて公開する。物品納入等、業務委託につ

いては、後日さいたま市ホームページにて公開する。 
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別表１ 

申請区分 

添付書類 
建設工事 

物品 

納入等 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 
業務委託 

履歴事項全部証明書又は現在事項全部

証明書（写し可）【法人のみ対象】 
○ ○ ○ ○ ○ 

法人番号の確認資料（「国税庁法人番

号公表サイト」の法人情報の画面を印

刷したもの）【法人で新規申請者のみ

対象】 

○  ○ ○  

法人番号の確認資料（「国税庁法人番

号公表サイト」の法人情報の画面を印

刷したもの）【法人のみ対象】 

 〇   〇 

「法人税」並びに「消費税及地方消費

税」の納税証明書（その３の３）（写

し可）【法人のみ対象】 

○ ○ ○ ○ ○ 

身分（元）証明書（写し可）【個人事

業主のみ対象】 
○ ○ ○ ○ ○ 

後見登記等ファイルに成年被後見人、

被保佐人又は被補助人とする記録がな

いことの証明書（被補助人にあって

は、後見登記等ファイルに記録されて

いる事項の証明書）（写し可）【個人

事業主のみ対象】 

○ ○ ○ ○ ○ 

「申告所得税及復興特別所得税」及び

「消費税及地方消費税」の納税証明書

（その３の２）(写し可) 【個人事業主

のみ対象】 

○ ○ ○ ○ ○ 

経営事項審査の総合評定値通知書の写

し 
○     

社会保険等の加入確認資料の写し【経

営事項審査の総合評定値通知書で社会

保険等が「無」の場合又は建設工事を

申請しない場合のみ対象】 

○   〇  

建設業許可通知書又は許可証明書（写

し可） 
○     

建設業許可申請書（様式一号）、営業

所一覧表（別紙二）及び建設業法施行

令第３条に規定する使用人の一覧表（

様式第十一号）の写し 

○     

申請区分 

添付書類 
建設工事 

物品 

納入等 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 
業務委託 
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建設業許可申請書（様式一号）、営業

所一覧表（別紙二）及び建設業法施行

令第３条に規定する使用人の一覧表（

様式第十一号）の写し 

○     

資格情報を証明する書類の写し【対象

工事を希望する場合のみ対象】 
○     

登録情報を証明する書類の写し   ○   

申請事業所の写真・案内図【代理人を

置く事業所の所在地がさいたま市内の

場合のみ対象】 

  ○ ○  

障害者雇用状況報告書の写し又は障害

者雇用の状況 
○     

障害者雇用状況報告書の写し又は障害

者雇用の証明書 
    〇 

公益財団法人日本適合性認定協会（以

下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと

相互認証している認定機関に認定され

ている審査登録機関が認証したＩＳＯ

９００１認証取得登録証の写し【申請

業種について取得している場合のみ対

象】 

○     

ＩＳＯ９００１認証取得登録証の写し     〇 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している

認定機関に認定されている審査登録機

関が認証したＩＳＯ１４００１認証取

得登録証の写し【申請業種について取

得している場合のみ対象】 

○     

ＩＳＯ１４００１認証取得登録証の写

し 
    〇 

監理技術者の状況 ○     

建設業労働災害防止協会加入証明書（

写し可） 
○     

組合員名簿、役員名簿【中小企業等協

同組合等のみ対象】 
○ 〇 ○ ○ 〇 

申請区分 

添付書類 
建設工事 

物品 

納入等 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 
業務委託 
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官公需適格組

合の算出方法

の特例を希望

する場合 

官公需適格組合証明書の

写し 
○    〇 

経営事項審査の総合評定

値通知書の写し（組合と

組合員のもの） 

○     

官公需適格組合資格審査

数値計算表 
○    〇 

官公需適格組合の組合員

ごとの業務別内訳 
    〇 

申請日現在有効な許可、

認可又は登録等の証明書

の写し 

    〇 

当該組合と組合員の申請

日直近２ヵ年分の決算書

類（写し可） 

    〇 

委任状【代理人を設置する場合のみ対

象】 
○ ○ ○ ○ ○ 

使用印鑑届【代理人を設置しない場合

のみ対象】 
○  ○ ○  

さいたま市の市税納税証明書（写し可

）【さいたま市内に事業所等を有する

場合のみ対象】 

○ ○ ○ ○ ○ 

誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ 

個別情報報告書 ○  ○ ○  

資本関係又は人的関係確認書 ○     

災害協定の協定書の写し又は災害協定

締結団体加盟証明書原本 
○     

一般財団法人持続性推進機構によりエ

コアクション２１の認証・登録証の写

し（ＩＳＯ１４００１を認証取得し、

登録証の写しを提出している場合は、

提出不要） 

○    ○ 

申請区分 

添付書類 
建設工事 

物品 

納入等 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 
業務委託 
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以下のア～ウのいずれかの書類の写し 

ア さいたま市と締結している包括連

携協定書 

イ さいたま市ＳＤＧｓ認証企業認証

書 

ウ さいたま市健康経営企業認定証 

○    ○ 

次世代育成支援対策推進法（平成１５

年法律第１２０号）に基づく一般事業

主行動計画策定・変更届（受理印のあ

るもの）の写し又は認定を受けている

ことがわかるものの写し【主たる営業

所の所在地がさいたま市内の場合のみ

対象】 

○     

次世代育成支援対策推進法に基づく一

般事業主行動計画策定・変更届（受理

印のあるもの）の写し又は認定を受け

ていることがわかるものの写し 

    ○ 

女性技術者又は若手技術者（申請日現

在３５歳未満の者）の資格者証及び常

勤していることがわかる書類の写し

【主たる営業所の所在地がさいたま市

内の場合のみ対象】 

○     

ＣＰＤＳ／ＣＰＤで取得した単位数等

がわかる証明書等の写し【主たる営業

所の所在地がさいたま市内で土木・建

築・電気・管・舗装・造園のいずれか

の業種を申請する場合のみ対象】 

○     

女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成２７年法律第６４号

）に基づく一般事業主行動計画策定・

変更届（受理印のあるもの）の写し又

は認定を受けていることがわかるもの

の写し【主たる営業所の所在地がさい

たま市内の場合のみ対象】 

○     

女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく一般事業主行動計

画策定・変更届（受理印のあるもの）

の写し又は認定を受けていることがわ

かるものの写し 

    ○ 

さいたま市消防団協力事業所表示証交

付書の写し又は消防団協力事業所認定

継続通知書の写し【主たる営業所の所

在地がさいたま市内の場合のみ対象】 

○     

申請区分 

添付書類 
建設工事 

物品 

納入等 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 
業務委託 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

協力雇用主の登録に関する証明書の原

本【主たる営業所の所在地がさいたま

市内の場合のみ対象】 

○     

受付証・返信用封筒  〇   〇 

提出書類チェックリスト  〇   〇 

業者情報調書  〇   〇 

契約実績書  〇   〇 

代理店及び特約店報告書  〇    

印鑑証明書（写し可）【法人のみ対

象】 
 〇   〇 

印鑑登録証明書（写し可）【個人事業

主のみ対象】 
 〇   〇 

申請日直近２か年分の決算書類等（写

し可）【法人のみ対象】 
 〇   〇 

申請日直近２か年分の確定申告書等の

写し【個人事業主のみ対象】 
 〇   〇 

申請日現在有効な許可、認可又は登録

等の証明書等の写し 
 〇   〇 

別表２ 

評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

災害時復旧協

力協定締結 

以下のいずれかに該当する者 

○ さいたま市長と「大規模災害時

における災害応急対策業務及び建

設資材調達に関する協定」を締結

している団体に加盟し、応急復旧

業務・工事に協力することとなっ

ていること 

○ さいたま市水道事業管理者と「

災害時における復旧工事の協力に

関する協定」を締結している団体

に加盟し、復旧工事に協力するこ

ととなっていること 

○ さいたま市長と「災害時におけ

る電気設備の復旧に関する協定」

を締結している団体に加盟し、復

旧活動等の支援に関して協力する

こととなっていること 

３０点 協定締結団体に

加盟又は協定を

締結している

者・申請全業種 
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○ 上記と類似の協定等について、

さいたま市長又はさいたま市水道

事業管理者と災害時における応急

復旧業務に関する協定等を締結し

ている団体に加盟し、又は協定等

を締結し、応急復旧工事に協力す

ることとなっていること 

なお、締結している協定等は令

和４年９月１日現在有効なものの

みとする。 

品質管理 ＩＳＯ９００１の認証を取得してい

る場合 

１０点 全者・申請全業

種 

優秀建設工事

業者表彰 

令和３年度・令和４年度に「さいた

ま市優秀建設工事業者表彰」を受けた

者 

受賞１案件につき２０

点 

受賞者・該当業

種 

入札参加停止 令和３年１月１日から令和４年１２

月３１日までの間の入札参加停止の期

間に応じて減点 

１月につき－５点 全者・申請全業

種 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

障害者雇用 〇 障害者の雇用の促進等に関する法

律（昭和３５年法律第１２３号）第

４３条に係る報告義務がある場合、

申請日直近の６月１日現在において

雇用する障害者の数が法定雇用障害

者数以上であり、主たる営業所を管

轄する公共職業安定所に障害者の雇

用に関する報告書を提出した者 

〇 障害者の雇用の促進等に関する法

律第４３条に係る報告義務がない場

合、申請日時点において障害者を１

人以上雇用し、障害者雇用の状況を

提出した者 

２０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

環境への配慮

等 

ＩＳＯ１４００１の認証を取得して

いる場合又はエコアクション２１の認

証を取得している場合 

１０点 全者・申請全業

種 

子育て支援 ○ 従業員１００人以下の企業等の場

合、次世代育成支援対策推進法に基づ

く一般事業主行動計画を策定し、同法

第１２条の規定による届出を労働局へ

提出した者（申請日現在、一般事業主

行動計画の計画期間中であること）又

は、同法第１５条の２の規定による認

定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場

合、同法第１３条又は第１５条の２の

規定による認定を受けている者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

女性の活躍推

進 

○ 従業員１００人以下の企業等の場

合、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律に基づく一般事業主行

動計画を策定し、同法第８条の規定に

よる届出を労働局へ提出した者（申請

日現在、一般事業主行動計画の計画期

間中であること）又は、同法第１２条

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 
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の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場

合、同法第９条又は第１２条の規定に

よる認定を受けている者 

消防団協力事

業所 

さいたま市消防団協力事業所表示制

度実施要綱第６条の規定により、消防

団協力事業所として認定を受けている

者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

協力雇用主 法務省さいたま保護観察所に協力雇

用主として登録されている者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

その他 以下のいずれかに該当する者 

〇 さいたま市と包括連携協定を締

結している者 

〇 さいたま市ＳＤＧｓ認証企業と

して認証されている者 

〇 さいたま市健康経営企業として

認定されている者 

１０点 該当者・申請全

業種 

協同組合等については、当該協同組合等として要件を満たしている場合を加減点対象とする。 
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別表３ 

⑴ 平均売上額 

平均 

売上額 
２０億円以上 

１５億円以上 

２０億円未満 

１０億円以上 

１５億円未満 

７億円以上 

１０億円未満 

４億円以上 

７億円未満 

３億円以上 

４億円未満 

点 数 ３５点 ３３点 ３１点 ２９点 ２７点 ２５点 

平均 

売上額 

２億円以上 

３億円未満 

15 千万円以上 

２億円未満 

１億円以上 

15 千万円未満 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

点 数 ２３点 ２１点 １９点 １７点 １５点 １３点 

平均 

売上額 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 
５百万円未満 

 

点 数 １１点 ９点 ７点 ５点 ３点 

⑵ 自己資本の額 

自己資 

本の額 
１億円以上 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

点 数 １５点 １４点 １３点 １１点 ９点 ７点 

自己資 

本の額 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 

１百万円以上 

５百万円未満 

０円以上 

１百万円未満 
マイナス資本 

 

点 数 ５点 ３点 ２点 １点 －２点 

⑶ 流動比率 

流 動 

比 率 
１５０以上 

１３０以上 

１５０未満 

１１０以上 

１３０未満 

９０以上 

１１０未満 

７０以上 

９０未満 
７０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑷ 自己資本比率 

自己資本

比率 
５０以上 

４０以上 

５０未満 

３０以上 

４０未満 

２０以上 

３０未満 

１０以上 

２０未満 
１０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑸ 従業員数 

従 業 

員 数 
３００人以上 

１００人以上 

３００人未満 

５０人以上 

１００人未満 

１０人以上 

５０人未満 
１０人未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 １点 

⑹ 営業期間 

営 業 

期 間 
１０年以上 

５年以上 

１０年未満 

３年以上 

５年未満 

２年以上 

３年未満 

１年以上 

２年未満 
１年未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点 

⑺ 障害者雇用  

雇 用 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ている 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ていない 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告義

務がある場合、申請日直近の６月１日現在において雇用する

障害者の数が法定雇用障害者数以上であり、主たる営業所を

管轄する公共職業安定所に障害者の雇用に関する報告書を提

出した者 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告義

務がない場合、申請日時点において障害者を１人以上雇用

し、障害者雇用の証明書を提出した者 

 

なお、協同組合等については、当該協同組合等として要件

を満たしている場合を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑻ 子育て支援 
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届 出 

又は 

認 定 

有 無 

○ 従業員１００人以下の企業等の場合、次世代育成支援対策

推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、同法第１２条

の規定による届出を労働局へ提出した者（申請日現在、一般

事業主行動計画の計画期間中であること）又は同法第１５条

の２の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第１３条又は第

１５条の２の規定による認定を受けている者 

なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を

満たしている者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑼ 女性の活躍推進 

届 出 有 無 
○ 従業員１００人以下の企業等の場合、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を

策定し、同法第８条の規定による届出を労働局へ提出した者

（申請日現在、一般事業主行動計画の計画期間中であること

）又は同法第１２条の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第９条又は第１

２条の規定による認定を受けている者 

なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を

満たしている者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑽ ＩＳＯ・エコアクション２１認証取得 

認 証 

取 得 

ＩＳＯ９００1 

ＩＳＯ１４００１ 

又は 

エコアクション２１ 

○ ＩＳＯ９００１ 

 ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関に 

認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ９０

０１の認証を取得している場合 

○ ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１ 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関に 

認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ１４

００１の認証を取得している場合、又は一般財団法

人持続性推進機構によりエコアクション２１の認証

を取得している場合 

 

なお、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１又はエ

コアクション２１のいずれの場合も、協同組合等に

ついては、当該協同組合等としての認証取得を加点

対象とする。 

有 無 有 無 

点 数 ５点 ０点 ５点 ０点 

⑾ その他 

締結 

認証 

又は認定 

さいたま市と包括連携協定、 

さいたま市ＳＤＧｓ認証企業 

又は 

さいたま市健康経営企業 

以下のいずれかに該当する者 

〇 さいたま市と包括連携協定を締結している者 

〇 さいたま市ＳＤＧｓ認証企業として認証されている者 

〇 さいたま市健康経営企業として認定されている者 

有 無 

点 数 ５点 ０点 

⑿ 入札参加停止 

入札参

加停止 

令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までの間の 

入札参加停止期間に応じて減点 

点 数 １月につき－１点 
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さいたま市告示第１２１２号 

さいたま市水道局告示第１３４号 

さいたま市の競争入札参加資格に関する公示（令和４年さいたま市告示第１２１１号）及びさいた

ま市水道局の競争入札参加資格に関する公示（令和４年さいたま市水道局告示第１３３号）５⑴エの

定めにより、建設工事の請負（以下「建設工事」という。）、設計、調査及び測量の業務の委託（以

下「設計・調査・測量」という。）、道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託（以下「土

木施設維持管理」という。）に係る資格審査の申請について、電子情報処理組織（参加自治体に属す

る知事、市長又は町長等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請をする者

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織のことをいう。）を使用して

行う場合の申請方法等を定めたので、次のとおり公示する。 
令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明   

１ 用語の定義 
この公示において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。 

⑴ 埼玉県電子入札共同システム（以下「共同システム」という。） 
埼玉県と県内市町等の共同で開発した電子情報処理組織のことをいう。 

⑵ 電子申請 
建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理に係る競争入札の参加資格に関する審査の

申請に、共同システムを用いて行う申請のことをいう。 
２ 電子申請を行うことができる者 

電子申請は、次の全ての要件を満たしていなければ行うことができない。 
⑴ 申請の区分は、次のいずれかであること。 

ア 建設工事 
イ 設計・調査・測量 
ウ 土木施設維持管理 

⑵ 申請日現在、共同システムに登録している事業所であること。 
⑶ さいたま市の競争入札参加資格に関する公示（令和４年さいたま市告示第１２１１号）及びさ

いたま市水道局の競争入札参加資格に関する公示（令和４年さいたま市水道局告示第１３３号）

の３に該当する者でないこと。 
３ 電子申請の申請方法 

⑴ 電子申請は、申請者又は申請者から資格審査に関する権限の委任を受けた代理人（以下「申請

者等」という。）が行うことができる。 
⑵ 申請者等は、共同システムを利用して競争入札参加資格申請をさいたま市長及びさいたま市水

道事業管理者（以下「市長等」という。）に行わなければならない。 
⑶ 申請者等は、申請の際、共同システムに参加する自治体の中から申請を希望する自治体として

さいたま市を選択することで、市長等に対し申請を行うものとみなす。 
⑷ 申請者等は、電子申請後、別表に掲げる書類を郵送等により市長等に提出しなければならない。 

なお、別表に掲げる書類のうち、共同システム参加自治体共通書類については、共同受付窓口
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である埼玉県への提出をもって、市長等に提出したものとみなす。 
４ 電子申請の受付期間等 

⑴ 受付期間 
ア 建設工事 

令和４年１０月５日から令和４年１１月２５日まで 
設計・調査・測量又は土木施設維持管理を同時に申請する場合の受付期間は、４⑴イのとお

りとする。 
イ 設計・調査・測量及び土木施設維持管理 

令和４年１０月５日から令和４年１１月１１日まで 
⑵ 郵送先 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３丁目１５番１号 埼玉県総務部入札審査課審査

担当（工事） 
５ 電子申請に使用する言語等 

⑴ 電子申請は、日本語で行うこと。 
なお、電子申請に使用することができる漢字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準とする。また、

申請内容（人名及び法人名を含む。）において、これ以外の漢字を使用している場合は、申請可

能な他の漢字又はカタカナ等に置き換えるものとしなければならない。 
⑵ 提出書類等のうち、外国語で記載してあるものは、日本語の訳文を付記又は添付すること。 
⑶ 電子申請の金額は、日本国通貨で表示すること。また、提出書類等のうち、外国貨幣で表示し

てあるものは、出納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣

換算率により日本国通貨に換算したものを付記又は作成すること。 
６ その他 

詳細は、令和５・６年度建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の手引による。 
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別表 

申請区分 
添付書類 建設工事 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 

送付票 ○ ○ ○ 

代理申請する場合の委任状 ○ ○ ○ 

履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（写し

可）【法人のみ対象】 
○ ○ ○ 

「法人税」並びに「消費税及地方消費税」の納税証

明書(その３の３)（写し可）【法人のみ対象】 
○ ○ ○ 

身分（元）証明書（写し可）【個人事業主のみ対

象】 
○ ○ ○ 

後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は

被補助人とする記録がないことの証明書（被補助人

にあっては、後見登記等ファイルに記録されている

事項の証明書）（写し可）【個人事業主のみ対象】 

○ ○ ○ 

｢申告所得税及復興特別所得税｣及び｢消費税及地方消

費税｣の納税証明書(その３の２)（写し可）【個人事

業主のみ対象】 
○ ○ ○ 

経営事項審査の総合評定値通知書の写し ○   

社会保険等の加入確認資料の写し【経営事項審査の総

合評定通知書で社会保険等が「無」の場合又は建設

工事を申請しない場合のみ対象】 
○  〇 

建設業許可通知書又は許可証明書（写し可） ○   

建設業許可申請書（様式第一号）、営業所一覧表（

別紙二）及び建設業法施行令第３条に規定する使用

人の一覧表(様式第十一号)の写し 
○   

資格情報を証明する書類の写し【対象工事を希望す

る場合のみ対象】 
○   

登録情報を証明する書類の写し  ○  

申請事業所の写真・案内図【代理人を置く事業所の

所在地がさいたま市内の場合のみ対象】 
 ○ ○ 
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申請区分 
添付書類 建設工事 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 

障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用の状況 ○   

ＩＳＯ９００１認証取得登録証の写し【申請業種に

ついて取得している場合のみ対象】 
○   

ＩＳＯ１４００１認証取得登録証の写し【申請業種

について取得している場合のみ対象】 
○   

監理技術者の状況 ○   

建設業労働災害防止協会加入証明書（写し可） ○   

組合員名簿、役員名簿【中小企業等協同組合等のみ

対象】 
○ ○ ○ 

官公需適格組

合の算出方法

の特例を希望

する場合 

官公需適格組合証明書の写し ○   

経営事項審査の総合評定値通知書の

写し（組合と組合員のもの） 
○   

官公需適格組合資格審査数値計算表 ○   

委任状・使用印鑑届 ○ ○ ○ 

さいたま市の市税納税証明書（写し可）【さいたま

市内に事業所等を有する場合のみ対象】 
○ ○ ○ 

誓約書 ○ ○ ○ 

個別情報報告書 ○ ○ ○ 

資本関係又は人的関係確認書 ○   

災害協定の協定書の写し又は災害協定締結団体加盟

証明書 
○   

申請区分 
添付書類 建設工事 

設計・調

査・測量 

土木施設

維持管理 
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エコアクション２１の認証・登録証の写し（ＩＳＯ

１４００１を認証取得し、登録証の写しを提出して

いる場合は、提出不要） 
○   

以下のア～ウのいずれかの書類の写し 
ア さいたま市と締結している包括連携協定書 
イ さいたま市ＳＤＧｓ認証企業認証書 
ウ さいたま市健康経営企業認定証 

○   

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２

０号）に基づく一般事業主行動計画策定・変更届（

受理印のあるもの）の写し又は認定を受けているこ

とがわかるものの写し【主たる営業所の所在地がさ

いたま市内の場合のみ対象】 

○   

女性技術者又は若手技術者（申請日現在３５歳未満

の者）の資格者証及び常勤していることがわかる書

類の写し【主たる営業所の所在地がさいたま市内の

場合のみ対象】 

○   

ＣＰＤＳ／ＣＰＤで取得した単位数等がわかる証明

書等の写し【主たる営業所の所在地がさいたま市内

で土木・建築・電気・管・舗装・造園のいずれかの

業種を申請する場合のみ対象】 

○   

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（

平成２７年法律第６４号）に基づく一般事業主行動

計画策定・変更届（受理印のあるもの）の写し又は

認定を受けていることがわかるものの写し【主たる

営業所の所在地がさいたま市内の場合のみ対象】 

○   

さいたま市消防団協力事業所表示証交付書の写し又

は消防団協力事業所認定継続通知書の写し【主たる

営業所の所在地がさいたま市内の場合のみ対象】 
○   

協力雇用主の登録に関する証明書の原本【主たる営

業所の所在地がさいたま市内の場合のみ対象】 
○   
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さいたま市告示第１２１３号 

さいたま市水道局告示第１３５号 

令和５年度及び令和６年度において、さいたま市及びさいたま市水道局が発注する施設、その他又

は物品の小規模な修繕請負契約に係る事業者の登録について必要な事項を定めたので、次のとおり告

示する。 

令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明  

１ 用語の定義 

この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 小規模修繕 

内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易な１００万円以下の小規模な修繕請負のことをいう。 

⑵ 登録名簿 

さいたま市小規模修繕業者登録名簿のことをいう。 

⑶ 業者登録 

小規模修繕の契約を希望する事業者を、登録名簿に登載することをいう。 

⑷ 市長等 

さいたま市長及びさいたま市水道事業管理者のことをいう。 

２ 小規模修繕業者登録をすることができない者 

小規模修繕業者登録を希望する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、業者登録をすること

ができない。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４第１

項に掲げる者 
⑵ 施行令１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の競争入札に参加させないこととされた

者 

⑶ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が、その事業活動を支配している場合、その他

暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長等が不適格であると認める者 

⑷ 国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業主にあっては申告所得税

及び復興特別所得税）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者 

⑸ 地方税（法人にあっては法人市民税、個人事業主にあっては個人市民税）について未納がある

者又はこれに未納があり分割納入中である者 

⑹ 個人事業主の場合は、さいたま市に住民登録を有しない者、さいたま市内に本店を有しない者

又はさいたま市外にある事業所で登録をしようとする者 

⑺ 法人の場合は、さいたま市内に主たる営業所（本社・本店等）を有しない者又はさいたま市外

にある事業所で登録をしようとする者 

⑻ さいたま市の実施する競争入札の参加資格に関する審査を受け、さいたま市競争入札参加資格

者名簿に登載されている者 

⑼ 次に掲げる者は、その資格の有効期限内において資格審査を受けることができない。 
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ア 一度登録の申請を受けた登録業務を他の登録業務に変更しようとする者 

イ 一度登録の申請を受けた登録業務について、再度登録の申請を受けようとする者 

ウ 登録の有効期間内に申請することができる登録業務の上限まで既に申請を行った者 

３ 登録業務等 

⑴ 登録業務の区分は次表に掲げるとおりとする。 

大工 内装 屋根 

畳 ふすま・障子 ガラス 

給排水設備 給湯設備 トイレ 

サッシ・カーテン 空調設備 ガス管配管設備 

厨房設備 電気設備 ドア・シャッター 

塗装 防犯設備 外構・フェンス 

その他修繕 物品修繕 

⑵ 登録の有効期間内に申請することができる登録業務の数は５以内とする。 

４ 業者登録の方法 

業者登録を希望する事業者は、小規模修繕業者登録申請書に次に掲げる書類を添付し、市長等に

提出しなければならない。 

⑴ 小規模修繕登録希望業務申請書 

⑵ 委任状【代理人を設置する場合のみ対象】 

⑶ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（写し可）【法人のみ対象】 

⑷ 身分（元）証明書（写し可）【個人事業主のみ対象】 

⑸ 後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書（

被補助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書）（写し可）【個人事

業主のみ対象】 

⑹ 印鑑証明書（写し可）【法人のみ対象】 

⑺ 印鑑登録証明書（写し可）【個人事業主のみ対象】 

⑻ 「法人税」並びに「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の３）又はこれと同じ税目に

ついて交付された納税証明書（その３）（写し可）【法人のみ対象】 

⑼ 「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の２）又

はこれと同じ税目について交付された納税証明書（その３）（写し可）【個人事業主のみ対象】 

⑽ さいたま市の市税納税証明書（写し可） 

ア 法人市民税【法人のみ対象】 

イ 個人市民税・県民税【個人事業主のみ対象】 

⑾ その他必要と認める書類 

５ 受付期間 

⑴ 令和４年１０月３日から令和４年１１月４日まで（以下「定期登録」という。） 

⑵ 令和５年４月１日から令和７年２月１５日まで（以下「随時登録」という。） 

ただし、さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規

定する休日を除く。 
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６ 登録名簿への登載 

市長等は、登録の申請があったときはこれを審査し、適格と認めたときは、登録名簿に登載し、

一般に公開する。 

７ 登録の有効期間 

⑴ 定期登録 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで 

⑵ 随時登録 

登録名簿に登載された日から令和７年３月３１日まで 

８ 業者登録結果の通知 

業者登録の結果については、郵送により通知する。 

９ 変更等の届出 

登録名簿に登載された者は、申請内容に変更が生じたときは、直ちに関係書類を添えて市長等に

対し届け出なければならない。 

１０ 登録名簿からの抹消 

市長等は次の各号のいずれかに該当するときは、その者を登録名簿から抹消するものとする。 

⑴ ２⑴、⑵、⑶、⑹、⑺又は⑻に該当する者となったとき。 

⑵ 登録名簿からの抹消を申し出たとき。 

⑶ その他市長等が必要と認めるとき。 

１１ その他 

詳細は、令和５・６年度小規模修繕業者登録申請の手引による。 
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さいたま市告示１２１４号 

口座振替依頼書等作成封入業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
口座振替依頼書等作成封入業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和４年１１月４日（金）まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

に業務「文書管理」の受注希望業務に「封入封緘」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約か

らの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を

受けている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の告示日を起算日として過去２年の間、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体

と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約実績を有し、かつ、誠実に履行している者である

こと。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
 さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 

担当 収納管理係 電話 ０４８（８２９）１１６７ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年８月１８日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
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⑶ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年８月２４日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を添付し、申し出た 

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年８月３０日（火）午前１０時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所６階会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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⑷ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和４年８月３０日（火）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

６⑵イに同じ 
⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 

電話 ０４８（８２９）１１６７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６２ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
⑶ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部収納対策課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p089759.html（省略）⑸ 詳細は、入札説明

書による。 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p089759.html
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さいたま市告示第１２１５号 
２０２２サイクルフェスタにおけるブース出展について、出展事業者を公募するため次のとおり告

示する。 
令和４年８月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 募集概要 

⑴ 件  名 「２０２２サイクルフェスタ」出展募集 
⑵ 開催日時 令和４年１１月５日（土） 開催１３時から１７時 

令和４年１１月６日（日） 開催１０時から１７時 
２ 公募に関する情報 
 別紙「2022 サイクルフェスタ」出展募集要項のとおり 
３ 公募のスケジュール 

次の表のとおり 
日 程 内 容 

８月２５日（木） 出展申込締切日 

９月６日（火）まで 
「出展決定通知書」送付 

「出展料請求書（納付書）」送付 

９月１３日（火）午前 出展者説明会（出席必須） 

９月３０日（金） 出店料納付期限 各種資料提出締切 

１１月５日（土） 

１１月６日（日） 
イベント開催日 

４ 申込方法 
 「２０２２サイクルフェスタ」出展申込 WEB ページより申込 
 詳細は別紙「2022 サイクルフェスタ」出展募集要項のとおり 
５ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所都市局都市計画部自転車まちづくり推進課自転車政策係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１３９８ 
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さいたま市告示第１２１６号 

さいたま市市民税・県民税納税通知書等（当初分）印字製本封入封緘業務について、次のとおり一

般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第

１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市市民税・県民税納税通知書等（当初分）印字製本封入封緘業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和４年１０月３日から令和５年６月１９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載されている者で

あること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑺ 本入札の公告日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、一つ

の契約において履行件数が５万件以上の印字製本封入封緘業務の履行実績があることを証明した
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者であること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 市民税システム係 電話 ０４８（８２９）１１９８ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年８月３１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
⑷ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
全て郵送とする。 

⑵ 交付日 
令和４年９月７日（水）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を予定数量で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載

した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１
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０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月１４日（水）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 
電話 ０４８（８２９）１１９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 
 ⑴ 契約形態 
   単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

⑵ 契約保証金 
契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑶ 契約書作成の要否 

要（費用は受託者負担） 
⑷ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
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⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１２１７号 

さいたま市市民税・県民税納税通知書及び税額通知書（例月分）印字製本封入封緘業務について、

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市市民税・県民税納税通知書及び税額通知書（例月分）印字製本封入封緘業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和４年１０月３日から令和６年３月１１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載されている者で

あること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑺ 本入札の公告日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、履行

件数が５万件以上の印字製本封入封緘業務の履行実績があることを証明した者であること。 
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３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 市民税システム係 電話 ０４８（８２９）１１９８ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年８月３１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
⑷ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
全て郵送とする。 

⑵ 交付日 
令和４年９月７日（水）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を予定数量で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載

した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
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⑵ 入札の日時及び場所 
ア 日時 

令和４年９月１４日（水）午前１０時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室 
⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 
電話 ０４８（８２９）１１９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 
 ⑴ 契約形態 
   単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

⑵ 契約保証金 
契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑶ 契約書作成の要否 

要（費用は受託者負担） 
⑷ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１２１８号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和４年８月８日 
 

さいたま市長 清 水 勇 人   
 

１ 送達をする書類 
・ 納期限変更告知書 

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 

⑴ 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
⑵ 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
⑴  担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課 
⑵  電話 ０４８（６４６）３０４３  

 

 

 

 

 

 

 
 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２１９号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

（1）はり札                   ３１６ 枚 

（2）立看板                    ２５ 枚 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市緑区宮本２丁目１６番地３ 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市役所都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係 

(２) 電話 ０４８（８４０）６１７８ 

 

 

 

 

 

 

 



名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

1 南区 はり札 46 令和4年7月1日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月1日 17時00分

2 中央区 はり札 41 令和4年7月5日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月5日 17時00分

3 浦和区 立看板 8 令和4年7月6日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月6日 17時00分

4 緑区 立看板 15 令和4年7月6日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月6日 17時00分

5 緑区 はり札 1 令和4年7月6日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月6日 17時00分

6 浦和区 はり札 44 令和4年7月8日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月8日 17時00分

7 浦和区 はり札 18 令和4年7月8日
9時30分
から

11時00分
令和4年7月8日 11時00分

8 南区 はり札 42 令和4年7月12日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月12日 17時00分

9 緑区 はり札 47 令和4年7月15日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月15日 17時00分

10 浦和区 はり札 41 令和4年7月19日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月19日 17時00分

11 浦和区 はり札 14 令和4年7月19日
11時00分

から
11時30分

令和4年7月19日 11時30分

12 浦和区 立看板 1 令和4年7月20日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月20日 17時00分

13 浦和区 はり札 8 令和4年7月20日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月20日 17時00分

14 中央区 立看板 1 令和4年7月20日
9時00分
から

10時00分
令和4年7月20日 10時00分

15 中央区 はり札 3 令和4年7月25日
8時30分
から

9時00分
令和4年7月25日 9時00分

16 浦和区 はり札 10 令和4年7月27日
8時30分
から

17時00分
令和4年7月27日 17時00分

17 中央区 はり札 1 令和4年7月28日
9時00分
から

9時30分
令和4年7月28日 9時30分

18

19 計 はり札 316

20 立看板 25

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和4年8月8日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考
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さいたま市告示第１２２０号 
公募型プロポーザル方式の手続きの開始 
（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点整備に向けた民間活力導入検討業務について、次のとお

り、当該業務に関する企画提案書の提出を依頼します。 
令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 企画提案書の依頼に付する事項 

⑴ 件名 
（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点整備に向けた民間活力導入検討業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市見沼区宮ヶ谷塔２丁目地内外 

⑶ 業務概要 
本業務は、さいたま市が計画する食肉中央卸売市場・と畜場及び道の駅からなる、（仮称）農

業及び食の流通・観光産業拠点の整備に当たり、施設の整備・運営に関し、民間事業者の資金や

ノウハウ等を活用した民間活力の導入に向け、その諸条件の整理を行う。 
⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和５年３月２４日まで 
⑸ 事業費限度額 

本プロポーザルの予算上限額は、２０,１１２,０００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 
２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

⑴ 参加表明兼資格確認申請書提出日において令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名

簿（設計・調査・測量）に、業務「建設コンサルタント」で登載されていること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者。 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さい

たま市の一般競争入札に参加させないこととされた者。 
⑶ 本プロポーザルの告示日から契約締結までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入

札参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締

結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加

除外の措置を受けている期間がない者であること。 
⑷ 過去に本市又は他の地方公共団体等におけるＰＦＩ等の民間活力導入検討・基本構想等の業

務実績が２件以上あること。 
３ 企画提案に係る実施要領の交付 

企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案に係る実施要領を交付する。 
⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページの次のアドレスからダウンロードすること。（以下「ホームページ
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」のアドレスとする。） 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090782.html 

⑵ 交付期間 
本告示日から令和４年８月２２日（月）午後４時まで 

４ 質問の受付及び回答 
  企画提案書の提出を希望する者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問することが

できる。なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 
⑴ 提出期間 

本告示日から令和４年８月１２日（金）午後４時まで 
⑵ 提出方法 

   電子メール 
  メールアドレス shokuniku-michinoeki@city.saitama.lg.jp 

  ⑶ 到達確認先 
   電話 ０４８（８２９）１３９２ 
 ⑷ 質問に対する回答予定日 
   令和４年８月１８日（木）まで 
 ⑸ 回答方法 
   さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 
５ 参加表明手続き 
  企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思表明の手続きを行い、参加資格の確認審

査を受けること。 
⑴ 提出書類 
ア 参加表明兼資格確認申請書等 
イ さいたま市競争入札参加資格審査結果通知書の写し 
ウ 契約書等の業務実績が分かる書類の写し 

⑵ 提出期間 
    本告示日から令和４年８月２２日（月）午後４時まで 

⑶ 提出場所 
〒３３０－９５８８  さいたま市浦和区常盤６－４－４  
さいたま市経済局商工観光部食肉市場・道の駅施設整備準備室 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送（郵送の場合には令和４年８月２２日（月）までに必着のこと。）なお、郵送の

場合は簡易書留や特定記録等を利用し、配達されたことが証明（確認）できる方法によること。 
⑸ 参加資格の確認 

   参加資格確認終了後、令和４年８月２４日（水）午前９時から正午まで、及び午後１時から午

後４時までに、さいたま市経済局商工観光部食肉市場・道の駅施設整備準備室にて、参加資格確

認結果通知兼企画提案書提出依頼書を交付する。 
６ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類  

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p090782.html
mailto:shokuniku-michinoeki@city.saitama.lg.jp
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ア 参加資格確認結果通知兼企画提案書提出依頼書の写し 
イ 類似の事業実績、業務執行体制及び業務執行体系図 
ウ 企画提案書 
エ 見積書 
オ 見積内訳書 

⑵ 提出期限 
令和４年９月２日（金）午後４時まで 

⑶ 提出場所 
５⑶に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送（郵送の場合には令和４年９月２日（金）までに必着のこと。）なお、郵送の

場合は簡易書留や特定記録等を利用し、配達されたことが証明（確認）できる方法によること。 
７ 業者選定の方法  

業者選定は、事業者選定委員会による書類審査を実施し委託業者を選定する。  
業者選定に当たっての審査方法等は、企画提案に係る実施要領を参照すること。  

８ 参加者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

⑴ 前記２に掲げる参加資格要件を満たさなくなった場合 

⑵ 出書類に虚偽の記載があった場合 

⑶ 提出書類に不備があった場合 

⑷ 提出書類の記載項目に改ざんが見られた場合 

⑸ 審査の公平性を害する行為があった場合 

⑹ 見積書の見積額（消費税及び地方消費税を含む。）が、予算の上限額を超えている場合 
９ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４  
さいたま市経済局商工観光部食肉市場・道の駅施設整備準備室 
電話 ０４８（８２９）１３９２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

１０ その他 
⑴ この企画提案書の手続に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 
⑵ 提出された企画提案書等は、返却しない。 
⑶ 詳細は、企画提案に係る実施要領による。 
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さいたま市告示第１２２１号 

令和５年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（北部市税事務所所管

分）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

令和５年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（北部市税事務所

所管分） 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外  

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和４年９月２０日から令和５年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載されている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑺ 本入札の告示日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、履行
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件数が１０万件以上の印字・製本・封入封緘業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する

者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

担当 吉野 電話 ０４８（８２９）１１８５ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月３１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

   令和４年９月７日（水）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を件数で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載した
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内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月１４日（水）午前９時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

電話 ０４８（８２９）１１８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 
 ⑴ 契約形態 

   複数単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

⑵ 契約保証金 

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑶ 契約書作成の要否 

要 

⑷ 議決の要否 

否 
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８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑶ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部固定資産税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑸ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１２２２号 

令和５年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（南部市税事務所所管

分）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

令和５年度固定資産税・都市計画税納税通知書等印字・製本・封入封緘業務（南部市税事務所

所管分） 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外  

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和４年９月２０日から令和５年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載されている者で

あること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑺ 本入札の告示日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、履行
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件数が１０万件以上の印字・製本・封入封緘業務の契約を締結し、誠実に履行した実績を有する

者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

担当 吉野 電話 ０４８（８２９）１１８５ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月３１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

   令和４年９月７日（水）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を件数で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載した
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内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月１４日（水）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部固定資産税課 

電話 ０４８（８２９）１１８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 

 ⑴ 契約形態 

   複数単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

⑵ 契約保証金 

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑶ 契約書作成の要否 

要 

⑷ 議決の要否 

否 
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８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑶ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部固定資産税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑸ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１２２３号 

さいたま市の発注する「スマイルロード整備工事（Ｒ４市道１１８４０号線）」ほか５件の一般競

争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし
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た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－４３６５－６３ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ４市道１１８４０号線） 

工事場所 さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 

概要 概算数量発注方式による発注 延長 462m 幅員 6.00m 舗装工 路面切削（平均

切削厚 5 ㎝）2780 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 7 ㎝、再生粗粒度 As-20、

t＝7 ㎝）2770 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2780 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
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施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５６－６５ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 中橋補修工事 

工事場所 さいたま市北区奈良町地内外 

履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 

概要 ひび割れ補修工 1 構造物 断面修復工 1 構造物 塗膜系防水 （車道部）182 ㎡ 

（歩道部）50 ㎡ 表層 （車道部）182 ㎡ （歩道部）50 ㎡ 伸縮継手装置工

20.3m 埋設ジョイント 6m 橋梁用高欄 58m  

予定価格（税込） ４８，３７８，０００円 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、南区又は緑区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

－ 
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書類 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－５２ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ４市道１２４０５号線外） 

工事場所 さいたま市見沼区東大宮７丁目地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 

概要 延長 256.0m 幅員 6.0m、8.0m 道路土工一式 排水構造物工 長尺 U 形側溝（

300×300）446m 長尺 U 形側溝用集水桝（深 700）17 基 舗装工 下層路盤 （

RC-40、t＝19cm）69 ㎡ （RC-40、t＝26cm）68 ㎡ 上層路盤 （RM-40、t＝

15cm）69 ㎡ （C-30、t＝14cm）68 ㎡ 不陸整正 （RM-40、平均 t＝4cm）838

㎡ （C-30、平均 t＝3cm）631 ㎡ 表層 （再生密粒度 As、t＝5cm）838 ㎡ （

透水性 As、t＝5cm）631 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後２時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は浦和区に、本店を

有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設計閲覧等の方法及び 電子配布 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

開始期日 令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（発注者指定型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４４５６－１８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 歩道整備工事（市道Ｇ１６５号線外１路線） 
工事場所 さいたま市浦和区大原２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 延長 201m 道路土工一式 排水構造物工 水路工 146m 側溝工 4m 集水桝工 1

基 構造物撤去工一式 舗装工 車道舗装工 79 ㎡ 歩道舗装工 178 ㎡ 縁石工

78m 区画線工一式 道路付属施設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後３時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設

計

図

書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２２日（月）午後５時まで 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 
電話 ０４８－８４０－６２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５９－１２ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 大宮岩槻線舗装工事（Ｒ４） 

工事場所 さいたま市大宮区堀の内町２丁目地内外 

履行期間 契約確定の日から令和４年１１月３０日まで 

概要 延長 144.0m 舗装工【夜間】 切削オーバーレイ工（改質Ⅱ型密粒度 As-20、平

均切削深さ 5 ㎝、t＝5 ㎝）1490.0 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後３時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保 免除 契 約 保 要 前金払 有 部分払 無 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

証金 証金 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１２ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４４８７－２２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 鴻沼第４－２排水区下水道工事（南建－Ｒ４－２００１） 
工事場所 さいたま市桜区西堀７丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 
概要 延長 97.9m 管きょ工（開削）97.9m ボックスカルバート（□1100×400）

92.2m マンホール工 組立箱型マンホール 2 箇所 点検孔 3 箇所 取付管およ

びます工 取付管 4 箇所 集水桝 3 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、西区又は北区に、本店を有して

いること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２２４号 

さいたま市の発注する「岩槻駅西口土地区画整理事業 区画道路２４号線築造工事（Ｒ４）」ほか

２件の特別簡易型総合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、

６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
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る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、新た

な第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、

その者を新たに落札候補者とする。 

(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 
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(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
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内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

９ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金
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額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１０ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１１ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－３２９２－５ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 岩槻駅西口土地区画整理事業 区画道路２４号線築造工事（Ｒ４） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字岩槻地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 
概要 延長 85m 排水構造物工 側溝工 161m 集水桝工 10 基 舗装工 350 ㎡ 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
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参加申請受付期間 令和４年８月２５日（木）午前９時から 
令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 
令和４年８月３１日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和４年９月１日（木）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（岩槻駅

西口土地区画整理事業 区画道路２４号線築造工事（Ｒ４））.pdf」ファイルを

参照すること。 
質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 
質問回答期日 令和４年８月２９日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号 

さいたま市都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 

電話 ０４８－７９０－０２３４ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－６２ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ４主要地方道川口上尾線） 
工事場所 さいたま市北区吉野町１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 456.8m 幅員 7.6～8.8m 舗装工【夜間】 

切削オーバーレイ工（再生粗粒度 As-20、平均切削深さ 12 ㎝、t＝7 ㎝）2980 ㎡ 

路面切削工（平均切削深さ 5 ㎝）658 ㎡ 表層工（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5

㎝）3640 ㎡ 付帯工一式 付帯工【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月２５日（木）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
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入札書提出期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年８月３１日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月１日（木）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（Ｒ４主要地方道川口上尾線））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２９日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－５３ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ４主要地方道さいたま幸手線）その２ 
工事場所 さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月１３日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 220.0m 幅員 6.0m 舗装工【夜間】 路面

切削（平均切削厚 t＝5cm）12 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 t＝12cm、再

生粗粒度 As、t＝7cm）1320 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As、t＝5cm）1330 ㎡ 付

帯工【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月２５日（木）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年８月３１日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
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令和４年９月１日（木）午後１時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（Ｒ４主要地方道さいたま幸手線）その２）.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２４日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２９日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１２２５号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ３一般国道４６３号歩道部）」ほか２件の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）を利用して行う入札のため、シ

ステムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。（ただ

し、参加申請時において、電子証明書の取得手続き中の場合は紙による入札参加を認める。）   

なお、入札に参加しようとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参

加申請受付期間に、競争参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成
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績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
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事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4)  開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の
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うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし
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た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 
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(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

さいたま市発注の予定価格１千万円未満の建設工事の中から、施工実績を緩和する一般競争入札を

実施します。 

※ 以下の公告により実施いたします 
契約整理番号 ０４－４４６５－２５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ３一般国道４６３号歩道部） 
工事場所 さいたま市浦和区常盤１０丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和４年１２月１４日まで 
概要 道路土工一式 構造物撤去工一式 株撤去 27 箇所 舗装工一式 上層路盤 163

㎡ 表層 163 ㎡ 道路付属施設工一式 

予定価格（税込） ９，４２７，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後２時００分 
参

加

資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ
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と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４４６５－２２ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ４市道Ｅ－２７２号線外） 
工事場所 さいたま市浦和区常盤９丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月２０日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 208.9m 幅員 5.25m～8.95m 舗装打換え工

一式 舗装版破砕 1170 ㎡ 表層（t＝5cm）1170 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 

交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以 － 
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外に提出を要する

書類 
設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－６５ 

入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ４市道６４７９号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字釣上新田地内 
履行期間 契約確定の日から令和４年１１月３０日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 154.4m 幅員 4.9m～5.1m 舗装工 切削オ

ーバーレイ工（平均切削深さ t＝5 ㎝、改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）781 ㎡ 

付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 無 

その他 本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の対
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象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２２６号 

さいたま市の発注する「岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ４－１０１８）」ほか２件の一般

競争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）を利用して行う入札のため、シ

ステムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。（ただ

し、参加申請時において、電子証明書の取得手続き中の場合は紙による入札参加を認める。）   

なお、入札に参加しようとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参

加申請受付期間に、競争参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成
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績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工
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事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の
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うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの対象工事の落札候補者（ただし、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者を除く。

）がした当該対象工事の後に開札される他の対象工事の入札は無効とし、辞退したものとして

取扱う。 

ウ 一つの対象工事の落札候補者となった者は、(1)後段又は(4)における新たな落札候補者とし

ない。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

 (4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の
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翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 
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(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

さいたま市発注の予定価格１千万円未満の建設工事の中から、施工実績を緩和する一般競争入札を

実施します。 

※ 以下の公告により実施いたします 
別表 

対象工事 ア 岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ４－１０１８） 

イ 暮らしの道路整備工事（市道２０７７５号線外１路線） 

ウ 暮らしの道路整備工事（市道５１０２号線） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

契約整理番号 ０４－４３８７－２９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
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参加形態 単体企業 
工事名 岩槻第３処理分区下水道工事（北建－Ｒ４－１０１８） 
工事場所 さいたま市岩槻区本町３丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 延長 75m 管きょ工（開削φ200、硬質塩ビ管）75m マンホール工 組立１号マ

ンホール 2 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） ９，７９０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道建設課 
電話 ０４８－６４６－３２６３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５６－６８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道２０７７５号線外１路線） 
工事場所 さいたま市見沼区大字南中野地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月２０日まで 
概要 延長 90m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 177 ㎡ 上層路盤 177 ㎡ 表層 179 ㎡ 

排水構造物工 長尺 U 型側溝 99m 横断暗渠 2m 集水桝 2 箇所 長尺桝 2 箇所 

付帯工一式 

予定価格（税込） ８，７０１，０００円 
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最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５６－６９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道５１０２号線） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字長宮地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年２月２４日まで 
概要 延長 47m 幅員 4.00m 舗装工 下層路盤 140 ㎡ 上層路盤 140 ㎡ 表層 145 ㎡ 

排水構造物 長尺 U 型側溝 93m 集水桝 5 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） ８，０５２，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後１時５０分 
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参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月８日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 
令和４年８月２２日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１２２７号 
さいたま市の発注する「下水道事業地質調査業務（北再－Ｒ４－３５１）」ほか１件の一般競争入

札について、次のとおり公告する。 

令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 
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エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札
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書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－４３８４－２３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業地質調査業務（北再－Ｒ４－３５１） 
業務場所 さいたま市大宮区三橋１丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年２月２８日まで 
概要 地質調査 9 箇所 調査延長 94m 試験延長 69m 標準貫入試験 94 回 土質試験一

式 土壌調査 5 箇所 試験延長 51m 土壌環境調査試験 17 検体 

予定価格（税込） １９，１９５，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後３時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 地質調査 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 － 

業務実績等 本公告日において、地質調査業者登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第 

７１８号）に基づく地質調査業者の登録を受けていること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

業務実績等に規定する、地質調査業者登録を証明する書類の写し 

設計閲覧等の方法及び 電子配布 
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開始期日 令和４年８月８日（月）から 
質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 
電話 ０４８－６４６－３２５５ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５９－１１ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 大宮岩槻線電線共同溝詳細設計業務（Ｒ４） 
業務場所 さいたま市大宮区堀の内町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月２４日まで 
概要 電線共同溝（C・C・Box）詳細設計 1 箇所 工事発注図書作成一式 打合せ（設

計業務）1 業務 関係機関打合せ協議 1 業務 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月２３日（火）午前９時から 

令和４年８月２５日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年８月２６日（金）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年８月３０日（火）午後３時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／道路 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「道路部門」の登録が

あること。 

業務実績等 平成２４年度以降、電線共同溝設計業務を元請として完成させた実績があること

（共同企業体としての実績の場合は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

- 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和４年８月８日（月）から 
質問受付期間 令和４年８月 ８日（月）午前９時から 

令和４年８月２２日（月）午後５時まで 
質問回答期日 令和４年８月２５日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当 

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて 

提出すること。 

業務担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 
さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 
電話 ０４８－６４６－３２１２ 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１２２８号 

さいたま市岩槻区役所構内電話交換機等設備賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和４年８月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市岩槻区役所構内電話交換機等設備賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市岩槻区本町３－２－５ 

⑶ 借入期間 

  令和５年４月１日から令和１１年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）の種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと 

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 賃貸借された納入機器を設置及び設定し、常時正常な状態又は十分に機能が働く状態に維持し、

万一問題が生じた場合、即時に対応ができる者であること。 

⑸ 過去２年間において、現在の岩槻区役所と同種同規模の契約を締結し、履行した実績を有する

ものであること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

 さいたま市ＨＰからダウンロード 

 https://www.city.saitama.jp/iwatsuki/001/002/007/p090488.html 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月２５日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

https://www.city.saitama.jp/iwatsuki/001/002/007/p090488.html
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

さいたま市岩槻区本町３－２－５ さいたま市岩槻区役所区民生活部総務課 

担当 防災・総務係 電話 ０４８（７９０）０１１５ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 

⑵ 交付日 

令和４年９月１日（木）午前９時から午後４時まで。 

 ⑶ その他 

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒（長形３号）に９４円切手を貼付

し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

 月額で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

⑶ 入札保証金 
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除する。 

⑷ 入札日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月８日（木）午前１０時 

イ 場所 

さいたま市岩槻区本町３－２－５ 岩槻区役所４階第１会議室 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務及び業務を担当する課 

さいたま市岩槻区本町３－２－５ さいたま市岩槻区役所区民生活部総務課 

電話 ０４８（７９０）０１１５ ＦＡＸ ０４８（７９０）０２６０ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 
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さいたま市告示第１２２９号 
さいたま市ＰＲキャラクターエアータイプ着ぐるみ製作業務について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。 
令和４年８月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市ＰＲキャラクターエアータイプ着ぐるみ製作業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和４年１２月２１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「その他の製作等」で登載されている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 令和２年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ

同じくする業務の契約実績を２件以上有し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付する。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

担当 シティセールス担当 電話 ０４８（８２９）１０３４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月２９日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の到達期限及び送付先 
ア 到達期限 

令和４年８月２９日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）又はレターパックプラスによ

り提出すること。 
イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営

戦略部シティセールス担当 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年９月２日（金）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
  郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
 ア 郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）又はレターパックプラス）による提出とする。 
 イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００
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に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札書の到達期限及び送付先  

ア 到達期限  
令和４年９月１３日（火）  

イ 送付先  
４⑸イに同じ 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和４年９月１５日（木）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 
⑷ 開札への立会い 

   入札者又はその代理人は、事前に申請した場合に限り、開札時に立ち会うことができる。 
⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部分権・広域行政担

当 

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部シティセールス担

当 

電話 ０４８（８２９）１０３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

 要 
⑶ 議決の要否 

  否 
８ その他 
 ⑴ 提出された競争入札参加資格申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
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⑵ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
 ⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
 ⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１２３０号 

さいたま市家庭的保育者等研修業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市家庭的保育者等研修業務 

⑵ 履行場所 
各研修開催会場外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年２月２８日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で登載されている者である

こと。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 告示の日から過去２年の間、国又は地方公共団体から同種業務を受託し、適切に実施した実績

を有する者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局幼児未来部のびのび安心子育て

課 

担当 計画係 電話 ０４８（８２９）１９２８ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p083222.html 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p083222.html
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⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年８月２３日（火）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで） 

⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴アに同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年８月２５日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 競争入札参加資格の喪失 
  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
 ⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めること。なお、落札決定に当たっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価

格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
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を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月２日（金）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月２日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課 
電話 ０４８（８２９）１８８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６ 

 ⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局幼児未来部のびのび安心子育て課 
電話 ０４８（８２９）１９２８ ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局幼児未来部のびのび安心子育て課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１２３１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年８月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区田島一丁目３２５番１、３２５番５、３２５番６、３２５番７、３２５番８、３

２５番９、３２５番１０、３２５番１１、３２５番１２、３２５番１３、３２５番１４、３２５

番１５、３２５番１６、３２５番１７、３２５番１８ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

越谷市南越谷一丁目２９０５番地３ 
中央グリーン開発株式会社 代表取締役 中内 慶太郎 

３ 許可番号 
 令和４年４月８日 
 第 開‐Ｓ２０２１０７８ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年８月８日 
 第 完‐Ｓ２０２１０７８ 号 
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さいたま市告示第１２３２号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年８月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市緑区原山一丁目４５１番１３ 
⑵ 指定の年月日 令和４年８月９日 
⑶ 指定の番号 第南２２－０１４号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 

 ⑸ 道路の延長 １７．１７ｍ 
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さいたま市告示第１２３３号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年８月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市中央区上峰四丁目４２７番４、４２７番６、４２７番７ 
⑵ 指定の年月日 令和４年８月９日 
⑶ 指定の番号 第南２２－０１５号 
⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 

 ⑸ 道路の延長 ２２．８１ｍ 
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さいたま市告示第１２３４号 
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、令和 4 年度における

地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により告示する。 
令和４年８月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 事業計画が定められた年月日 
  令和 4 年４月１日 
２ 調査を実施する者の名称 
  さいたま市 
３ 調査地域 
  さいたま市浦和区針ヶ谷１丁目の一部 
４ 調査期間 
  令和４年８月９日から令和５年３月３１日まで 
５ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所都市局都市計画部都市総務課政策係 

⑵  電話 ０４８（８２９）１３９４ 
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さいたま市告示第１２３５号 
さいたま市被保護者保健指導等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき告示する。 
令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市被保護者保健指導等業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４―４外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結日から令和５年３月２２日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴  本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去２年の間に、地方公共団体において、国民健康保険の特定保健指導事業等の保健指導業務

の実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課 

担当 保護係 電話 ０４８（８２９）１８４５ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年９月７日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 
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無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴  交付場所 
３⑴に同じ 

⑵  交付日時 
令和４年９月１２日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶  その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月１６日（金）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 
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ア 日時 
令和４年９月１６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課 
電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課 
電話 ０４８（８２９）１８４５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴  契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課及びホームページにおいて閲覧でき

る。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html
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さいたま市告示第１２３６号 

さいたま市立病院ポータブルＸ線撮影装置保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

 さいたま市立病院ポータブルＸ線撮影装置保守業務 
⑵ 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

 令和４年１０月１日から令和９年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」で登載されて

いる者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和３５年法律第１４５号）第４０条の２第１項に基づく医療機器修理業許可証を交付

されており、当該保守の修理区分の認定を受けている者 

イ 当該医療機器のメーカーとの間に代理店契約を締結している者 
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⑺ 令和２年４月１日以降に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以

上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年９月５日（月）及び令和４年９月６日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

  令和４年９月１６日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１ 

⑶ 入札参加資格の確認 

ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

⑷ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

⑸ 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

⑹ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

⑺ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑻ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

７ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

８ 開札の日時及び場所 

⑴ 日時 

令和４年９月１６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

⑵ 場所 

６⑵イに同じ 

９ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引

かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
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１０ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１２ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。 

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１３ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１２３７号 

納税通知書等印字製本封入封緘業務（軽自動車税・令和５年度当初課税分）について、次のとおり

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月１０日 
 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
納税通知書等印字製本封入封緘業務（軽自動車税・令和５年度当初課税分） 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和４年１０月３日から令和５年５月１２日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」及び「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載さ

れている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑺ 本入札の公告日から過去２年以内に、国（独立行政法人を含む。）又は人口３０万人以上の地
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方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、かつ、これらを全て誠実

に履行した実績を有する者であること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 市民税システム係 電話 ０４８（８２９）１１９８ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年８月３１日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
⑷ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年９月７日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を予定数量で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載
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した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月１４日（水）午前１１時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 
電話 ０４８（８２９）１１９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 
 ⑴ 契約形態 
   単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

⑵ 契約保証金 
契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑶ 契約書作成の要否 

要 
⑷ 議決の要否 

否 
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８ その他 
⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１２３８号 
無効となるさいたま市国民健康保険被保険者証等について、別紙のとおり（別紙省略）告示する。 

令和４年８月１０日 
さいたま市長 清 水 勇 人 
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さいたま市告示第１２３９号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。 

令和４年８月１０日 
 

さいたま市長  清 水 勇 人   
１ 送達をする書類 
   国民健康保険税納税（更正）通知書 
 
２ 送達を受ける者の氏名 
   別紙のとおり（別紙省略） 
 
３ その他 
   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
 
４ 連絡先 
  区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８） 

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３ 
北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３ 
大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３ 
見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３ 
中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３ 
桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３ 
浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２ 
南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３ 
緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３ 
岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４ 
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さいたま市告示第１２４０号 
次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令

」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名（物品の購入） 

食器消毒保管庫（三室中学校） 

⑵ 納入場所 

さいたま市緑区馬場１－３８－２ さいたま市立三室中学校 

 ⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和５年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」又は種目「一般

機器」内の営業種目「住宅設備機器」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有

する支店若しくは営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 
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⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月２５日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年９月１日（木）及び令和４年９月２日（金）午前９時から午後５時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 
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ア 日時 

    令和４年９月２１日（水）午後２時００分 

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月２１日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１２４１号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、次の医療機関について、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定

をしたので告示する。 

令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 
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さいたま市告示第１２４２号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

４条の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の開設者

から次のとおり指定医療機関等に係る変更の届出があったので告示する。 

令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 変更内容 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 
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さいたま市告示第１２４３号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

０条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の

開設者から次のとおり指定医療機関等に係る更新の届出があったので告示する。 

令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 更新した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２４４号 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する者として指定を受けてい

た指定自立支援医療機関の開設者から、次のとおり同法第６５条の規定による辞退の届出があったの

で告示する。 

令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 辞退した医療機関 

・ 別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２４５号 
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた次の医師から、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定による指定の辞退の届出があ

ったので告示する。 
令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人      
 

１ 辞退の届出のあった医師 
 ・別紙のとおり（別紙省略） 
２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２４６号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

５条の規定に基づき、指定医療機関（育成医療・更生医療）の開設者から次のとおり変更の届出があ

ったので告示する。 
令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
 

１ 変更の届出のあった医療機関 

 ・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２４７号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ４ 年 ８ 月 １ ０ 日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字黒谷字尾ヶ崎境２２５６番、２２５７番、２２５８番、２２５９番、２２

６０番、大字黒谷（元高曽根分）字上谷２２０４番１、２２０５番１、２２０６番１、２２０７

番１、大字南下新井字宮前６４８番、６４９番、６５０番、６７９番１、６７９番２、６８０番、

６８１番、６８２番１、６８２番２ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
さいたま市岩槻区大字黒谷２２５６番地 

医療法人社団幸正会 理事長 丸山 泰幸 

３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ０ 日 
 第変‐Ｎ２０２００４８号 
４ 検査済証番号 
 令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日 
 第完‐Ｎ２０２００４８号 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２４８号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市緑区大字大間木字悪水東２４００番４、２４００番５、２４０１番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 
３ 許可番号 

 令和４年６月１４日 
 第 開‐Ｓ２０２２０１２ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年８月９日 
 第 完‐Ｓ２０２２０１２ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２４９号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和４年８月１６日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 
令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  

（推定） 
首輪の

有無 特  徴 

８月 
９日 犬 見沼区東宮下 チワワ メス 茶 10～15 

 歳 有 胴輪 布製ピンク色 

８月 
９日 猫 北区本郷町 雑種 オス 黒 1～2 

週齢 無  

連絡先 
⑴  担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 
⑵ 電話  ０４８（８４０）４１５０ 
⑶ ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２５０号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 
令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 
  くまの子倶楽部株式会社 
２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

⑴ 名称 
   くまの子ナーサリールーム 
 ⑵ 所在地 
   さいたま市緑区三室 498-1 
３ 確認の年月日 
  令和４年５月９日 
４ 子ども・子育て支援施設等の種類 
  認可外保育施設 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２５１号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により告示する。 
令和４年８月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 
  （省略） 
２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

⑴  名称 
 （省略） 

⑵  所在地 
 （省略） 

３ 確認の辞退の年月日 
令和４年７月１５日 

４ 子ども・子育て支援施設等の種類 
  認可外保育施設 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

さいたま市告示第１２５２号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和４年 ８月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和４年 ８月 ５日 
３ 保管場所及び放置箇所 

  新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
  吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心 
駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 

  大戸自転車保管所 
  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都 
 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域 
  岩槻自転車保管所 
  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域 

４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計 ７３台 
６ 連絡先 

   担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
   電話 ０４８（６５２）８８１２ 

 
 
 
 

 









告示期限　令和４年８月２６日



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２５３号 
さいたま市立病院未収金回収業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
  さいたま市立病院未収金回収業務 

 ⑵ 履行場所 
   さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院 外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和４年１０月１日から令和７年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に業

務「その他」で登載されている者であること。 
⑵ 弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第８条の規定に基づき、日本弁護士連合会に備えた弁

護士名簿に登録されている者が３名以上所属する、同法第３０条の２に規定する弁護士法人であ

ること。 
⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこ

ととされた者 
⑷ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑸ 令和２年４月１日以降、病床数３００床以上の病院において未収金回収業務を受託した実績を

有し、仕様書に定める業務を履行できる者であること。 
３ 入札説明書の交付 
  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
 ⑴ 交付場所 
   さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 
   担当 医事管理係 電話０４８（８７３）４１６８ 
 ⑵ 交付期間 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

   告示の日から令和４年８月３０日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで。ただし、交付最終日は正午までとする。） 
 ⑶ 交付費用 
   無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
 ⑴ 提出書類 
  ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
  イ 入札説明書に定める書類 
 ⑵ 受付期間 
   ３⑵に同じ 
 ⑶ 受付場所 
   ３⑴に同じ 
 ⑷ 提出方法 
   持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
 ⑴ 交付場所 
   ３⑴に同じ 
 ⑵ 交付日時 

 令和４年９月５日（月）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 
 ⑶ その他 
   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を添付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 
 ⑴ 入札方法 

回収した債権額に対する成功報酬率による単価で行う。なお、債権額に対する成功報酬率には、

本業務に必要な設備、人材又は機材等を準備するための費用及び付随する事務費、その他一切の

諸経費を含むものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された成功報酬率に当該成功報

酬率の１００分の１０に相当する額を加算した成功報酬率（当該成功報酬率に小数点第２位未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする。 
 ⑵ 入札の日時及び場所 
  ア 日時 

令和４年９月１５日（木）午前１０時００分 
  イ 場所 
    さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室２ 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

 ⑶ 入札保証金 
さいたま市立病院未収金回収業務委託料の支払限度額の１００分の５以上を納付すること。 
ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する

場合は、免除とする。 
 ⑷ 開札の日時及び場所 
  ア 日時 
    令和４年９月１５日（木）入札終了後、直ちに行う。 
  イ 場所 
    ６⑵イに同じ 
 ⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の成功報酬率をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
 ⑹ 入札の無効 
   さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
 ⑺ 入札事務を担当する課 
   さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 
   電話 ０４８（８７３）４１６８ ＦＡＸ ０４８（８７４）７６１３ 
７ 契約手続等 
 ⑴ 契約保証金 

さいたま市立病院未収金回収業務委託料の支払限度額の１００分の１０以上を納付すること。

ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 ⑵ 契約書作成の要否 
   要 
 ⑶ 議決の要否 
   否 
８ その他 
 ⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
 ⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等の不明を理由として、異議を申し立てること

はできない。 
⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課及びさいたま市立病院ホーム

ページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/hospital/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/hospital/index.html


さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２５４号 

さいたま市新型コロナウイルス感染症経済対策の経済効果調査業務について、次のとおり一般競争

入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年８月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市新型コロナウイルス感染症経済対策の経済効果調査業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結日から令和５年３月２４日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「市場調査」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑹ 平成２９年以降に、国又は地方公共団体と本業務と同種の契約実績があることを証明した者で

あること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書を貸与する。 
⑴ 交付場所 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部経済政策課 

電話 ０４８（８２９）１３６３ 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条に規定する休日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 ⑶ 交付方法 

   紙 

 ⑷ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
 ３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限 

 令和４年８月２６日（金）必着 

書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年８月３１日（水）から９月２日（金）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、郵送希望

を申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月５日（月）午後４時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階 第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年９月５日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

 ⑸ 最低制限価格 
   設定しない。 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
３⑴に同じ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１２５５号 

内視鏡カメラシステム外１件の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和４年８月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

ア 内視鏡カメラシステム 

イ 気管支鏡システム 

⑵ 納入場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 

ア 令和５年３月３１日 

イ 令和５年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等

）（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療福祉器材」で

登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者で

あること。 

⑸ 令和２年４月１日以降に、当該物品と同等の物品納入若しくは製造実績があることを証明でき

る者又は当該物品に係る製造者若しくは販売代理店等の出荷引受証明を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
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さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年８月２９日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者で

あっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年９月１日（木）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額
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の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの物品 令和４年９月８日（木）午前１０時００分 

(イ) １⑴イの物品 令和４年９月８日（木）午前１０時１０分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１ 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除

とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年９月８日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった件名ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１２５６号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１５項に基づく公開による意見の聴取を次の

とおり行うので、同条第１７項の規定により告示する。 
令和４年８月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 公開による意見の聴取を行う期日 
  令和４年９月１日（木） 午後７時００分から 
２ 公開による意見の聴取を行う場所 
  片柳公民館 ２階 会議室（省略）  さいたま市見沼区東新井１１７－２ 
３ 公開による意見の聴取を行う理由 

建築基準法第４８条第１項ただし書に基づく許可にあたり、同条第１５項の規定により、許可に

利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行う必要があるため 
４ 許可申請概要 

(1)  申請者 
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン 代表取締役 永松 文彦 

(2)  申請場所の地名地番 
さいたま市見沼区大字南中野字猿花９３２番１の一部、９３３番１、９３４番、９３５番１の

一部、９３５番１０、９３５番１１、９３５番１３の一部、９３８番４の一部 
(3)  用途地域 

第一種低層住居専用地域 
(4)  計画の概要 

日用品の販売を主たる目的とする店舗（コンビニエンスストア） 
５ 適用条文 

(1)  建築基準法第４８条第１項ただし書 
(2)  建築基準法第４８条第１５項（公開による意見の聴取） 
(3)  建築基準法第４８条第１６項第２号 
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さいたま市告示第１２５７号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和４年８月１６日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 
令和４年８月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  

（推定） 
首輪の

有無 特  徴 

８月 
１０日 猫 岩槻区末田 雑種 不明 キジ 

トラ 
０～７ 
日齢 無 負傷動物 

連絡先 
⑴  担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 
⑵ 電話  ０４８（８４０）４１５０ 
⑶ ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 
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さいたま市告示第１２５８号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。 
 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 
令和４年８月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 
  令和４年度 後期高齢者医療保険料額決定通知書 
２ 送達を受ける者の住所・氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ 期間 
  令和４年８月１２日から令和４年８月１８日まで 
４ その他 

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 
５ 連絡先 
 （１）担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係 
 （２）電話 ０４８（８２９）１２７８ 
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さいたま市告示第１２５９号 

さいたま市の発注する「暮らしの道路整備工事（市道Ｃ３５号線外２路線）」ほか４件の一般競争

入札について、次のとおり公告する。 

令和４年８月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定

めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし
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た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 
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(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実

態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令

和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－４４５６－２０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 暮らしの道路整備工事（市道Ｃ３５号線外２路線） 
工事場所 さいたま市桜区中島３丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月１３日まで 
概要 延長 231m 幅員 4.0m 道路土工一式 舗装工 透水舗装 694 ㎡ 排水構造物工 

Ｕ型側溝 63m ＬＴＵ側溝 197m 切り回し側溝 2 箇所 ボックス暗渠工 9m 集

水桝 6 箇所 構造物撤去工一式 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後１時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
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施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１５日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 
令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０６ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４４６５－２８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ４主要地方道さいたま鴻巣線）その２ 
工事場所 さいたま市桜区道場２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月１３日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 222.0m 幅員 6.3～7.8m 舗装工 切削オー

バーレイ 1460 ㎡ 表層 1460 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後１時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 
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設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１５日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 
令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－５２０９－５８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 大原中学校散水装置設置工事 
工事場所 さいたま市浦和区大原３丁目１番１１号 
履行期間 契約確定の日から令和５年２月１７日まで 
概要 給水設備工事一式 排水設備工事一式 動力設備工事一式 

予定価格（税込） ３９，９７４，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１５日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 
令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
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・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５９－１３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 南大通東線天沼工区排水ポンプ設置工事（Ｒ４） 
工事場所 さいたま市大宮区天沼町２丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月３１日まで 
概要 延長 6.1m 排水構造物工 暗渠排水管 4.0m 路側防護柵工 エキスパンドフェ

ンス 11.0m 門扉 1 基 電共管路工 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 （50 ㎜

）5.0m （30 ㎜）5.0m マンホールポンプ工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後２時２０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 機械器具設置工事業 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の機械器具設置工事について、本公告日以前３箇月において、通知した

「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基

準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和４年８月１５日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１２ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５６－７３ 
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入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 歩道整備工事（主要地方道さいたまふじみ野所沢線外４路線） 

工事場所 さいたま市西区大字飯田新田地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年２月２８日まで 

概要 延長 45m 土工一式 構造物撤去工一式 舗装工 （車道）48 ㎡ （歩道）193

㎡ 排水構造物工一式 縁石工 92m 区画線設置 144m 区画線消去 311m 仮設

工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後２時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年８月１５日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２６０号 

さいたま市の発注する「芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４－４１０）」ほか２件の特別簡

易型総合評価方式一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年８月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 (1) 方式 

  特別簡易型 

 (2) 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

(1) 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も

高い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成

し、財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

(2) (1)において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を

決定する。 

(3) 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

(4) 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変

動が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

(5) 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、

６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 (1) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
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る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(2) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、４(1)及び(2)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、新た

な第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、

その者を新たに落札候補者とする。 

(2) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 
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(3) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点

を算出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札

価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）の午後３時までに３(1)に掲げる技術資料並びに４(1)及び(2)に掲げる資格確認書類

と併せて次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積
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内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)にお

いて提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参

加資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入

札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」と

いう。）の方法は工事ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

９ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金
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額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１０ 入札の無効 

(1) さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第

１項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(2) 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１１ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

(8) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(9) 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該

工事に配置すること。 

(10) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建

設工事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さい

たま市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま

市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等

の配置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 



 

契約整理番号 ０４－４３８４－２４ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 芝川第８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４－４１０） 
工事場所 さいたま市大宮区高鼻町１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年２月２８日まで 
概要 延長 137.7m 管きょ更生工（既設管径 350～1350mm）137.7m 取付管きょ更生工

6 箇所 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後２時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級、Ａ級又はＢ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工

事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日

を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１５日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（芝川第

８処理分区下水道工事（北再－Ｒ４－４１０））.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－６４６－３２５５ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 
 
 
 
 

契約整理番号 ０４－４３６５－６４ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ４市道２００８１号線） 
工事場所 さいたま市大宮区浅間町２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 288.0m 幅員 12.8～14.5m 舗装工 路面切

削工（平均切削深 t＝5 ㎝）【夜間】3980 ㎡ 排水性舗装工（ポーラス As-13、t

＝5 ㎝）【夜間】3980 ㎡ 舗装版破砕工 173 ㎡ 基層工 （再生粗粒度 As-20、

t＝7 ㎝）173 ㎡ （ポーラス As-13、t＝7 ㎝）173 ㎡ 付帯工【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後２時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１５日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（道路修

繕工事（Ｒ４市道２００８１号線））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 



 

 

契約整理番号 ０４－４３６５－６６ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ４市道イワ１１８号線外） 
工事場所 さいたま市岩槻区大字南下新井地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年１月３１日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 149.7m 幅員 7.0～13.0m、1.8m 舗装工 

基層（再生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）965 ㎡ 表層 （再生密粒度 As-20、t＝5

㎝）965 ㎡ （透水性 As（樹脂・消石灰入り）、t＝5 ㎝）60 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後３時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｃ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２４年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１５日（月）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（スマイ

ルロード整備工事（Ｒ４市道イワ１１８号線外））.pdf」ファイルを参照するこ

と。 
質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 

令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１２６１号 

さいたま市の発注する「下水道事業実施設計業務（南建－Ｒ４－１５１）」の一般競争入札につい

て、次のとおり公告する。 

令和４年８月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 
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エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札
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書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－４４８７－２３ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
業務名 下水道事業実施設計業務（南建－Ｒ４－１５１） 
業務場所 さいたま市中央区桜丘２丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年２月２８日まで 
概要 基本設計 分流式（雨水のみ）10.3ha 実施設計 開削（内径 1200mm 未満）

140m 測量業務 水準測量 1.8km 現地測量 0.001 ㎢ 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年８月３０日（火）午前９時から 

令和４年９月 １日（木）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年９月２日（金）午前９時から 

令和４年９月５日（月）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年９月６日（火）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。 
所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）

」の登録を受けている者が１人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し 
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設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年８月１５日（月）から 

質問受付期間 令和４年８月１５日（月）午前９時から 
令和４年８月２９日（月）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年９月１日（木） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
免除 前金払 有  

その他 設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当該

資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて提

出すること。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２６２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年８月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市大宮区寿能町二丁目９８番２、９８番３、９８番４、９８番５、９８番６、９８番７、 
９８番８ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 さいたま市中央区新都心１１番地１ JR さいたま新都心ビル 

大和ハウス工業株式会社 埼玉支社 支社長 杉山 克博 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ７ 日 
 第変‐Ｎ２０２２００３号 
４ 検査済証番号 

令 和 ４ 年 ８ 月 １ ２ 日 
第完‐Ｎ２０２２００３号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年８月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１２６３号 
 令和４年７月１５日さいたま市告示第１１１５号において公告した一般競争入札について、次のとおり

入札を中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定

により公示する。 
  令和４年８月１５日 

                          さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 中止とした一般競争入札 
⑴ 契約整理番号 ０４－３２５９－４ 

工事名 組合区画整理事業推進事務所中規模修繕（建築）工事 
工事場所 さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号 

⑵ 契約整理番号 ０４－３２５９－５ 
工事名 組合区画整理事業推進事務所中規模修繕（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号 

 
２ 中止とした理由 
⑴及び⑵「組合区画整理事業推進事務所中規模修繕（機械設備）工事」が不調となったため。 

 


